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は じ め に 

 

この報告書は、府内の民間事業所で働く労働者の労働条件等の現状を把握す

るため、毎年７月３１日時点で実施している大阪府労働関係調査の平成２１年

度の結果をまとめたものです。 

前回の調査（平成２０年７月末）以降、世界的な金融危機を契機とした景気

の悪化が進行する中で、大阪府内においても製造業を中心に企業業績の落ち込

みが顕著となり、非正規労働者の「雇い止め」などがかつてないほど広がり、

有効求人倍率も低下の一途を辿ってまいりました。 

今回の調査は、このような経済情勢のもとでの就業形態や労働時間の実態、

ワークライフバランスに関連した人事労務システムの導入状況、休日休暇制度、

さらには急激な景気悪化の雇用環境への影響や企業の対応に着目し、雇用調整

の実施状況、ワークシェアリングの導入状況及び雇用調整助成金等の活用状況

などを調査項目に加えました。 

雇用・労働情勢は依然として厳しい状況を示していますが、皆様には、労使

関係の安定や労働条件の向上、さらには、多様な人材の意欲と能力を活かすこ

とのできる企業づくり等のための資料として、本報告書をご活用いただければ

幸いです。 

最後に、本調査の実施にあたり、御多忙中にもかかわらず御協力いただきま

した事業所各位をはじめ、関係機関の皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

平成２２年３月 

大阪府総合労働事務所 

所長 高 田 和 典  
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Ｉ 調査概要 

１．調査内容 

(１) 調査目的 

この調査は、大阪府内における事業所の労働条件等の実態を把握し、労務管理改善等の基礎資料と

して提供するほか、労働関係諸機関の参考資料とするため、統計法（平成１９年法律第５３号）に基

づく届出統計調査として実施した。 

  

(２) 調査時期 

  平成２１年７月３１日を基準日として、就業形態、労働時間、休日休暇制度等を調査した。 

  

(３) 調査対象 

大阪府内に所在する民営事業所で、次に該当するものから抽出した6,000事業所を調査対象とした。 

①規模 企業全体の常用労働者が３０人以上の事業所 

②産業 日本標準産業分類のうち、Ｅ建設業、Ｆ製造業、Ｈ情報通信業、Ｉ運輸業、J卸売・小売業

K金融・保険業、L不動産業、M飲食店，宿泊業、N医療，福祉、O教育，学習支援業、P複合サービ

ス事業、Qサービス業（他に分類されないもの）の 12 産業 

 

(４) 調査項目 

調査項目は次のとおりである。 

１ 企業全体の常用労働者規模       16  就業形態別年間休日日数         

２ 労働組合の有無            17  就業形態別年次有給休暇付与・取得日数  

３ 就業形態別雇用状況          18  雇用調整の実施状況 

４ 男女別・就業形態別労働者数      19  ワークシェアリングの導入状況 

５ 労働者の過去３年間の増減傾向     20  雇用調整助成金等の活用状況 

６ 正社員への登用制度の有無          

７ 正社員への登用実績の有無          

８ 就業形態別所定労働時間         

９ 変形労働時間制導入の有無         

10 変形労働時間制の正社員以外への導入    

11  労働時間等の課題について労使が話合う機会の有無 

12  短時間勤務制度の有無 

13  短時間勤務制度の適用対象 

14  所定外労働時間（超過実労働時間） 

15  就業形態別週休制 

 

(５) 調査方法 
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郵送による通信調査で、記入は自計申告方式である。 

  

(６) 抽出方法 

「平成 1８年事業所･企業統計調査 事業所名簿」から、産業、規模区分に基づき、従業者規模が 30

人以上の民営事業所を無作為に抽出した。 

 

(７) 集計方法 

集計は、民間電子計算業者に委託した。 

 

(８) 集計事業所数、労働者数 

集計事業所数及び労働者数は、次表のとおりである。 

 

 

集計事業所数、労働者数 

 

集 計 労 働 者 数 
区 分 集計事業所数 

合  計 男  性 女  性 

 

平 成 1 9 年 

件 

1,832 

  人 

210,252 

人 

126,399 

人 

83,853 

平 成 2 0 年 2,249 261,519 155,878 105,641 

平 成 2 1 年 2,156 249,936 146,954 102,982 

 

(９) 調査結果利用上の注意 

(ア) 本文中の各表の構成比率は、小数点第２位もしくは第３位を四捨五入して算出しているため、

合計は必ずしも 100.0％にならない。その他の数値についても、すべて四捨五入した数値を掲載し

ている。 

(イ) 「-」は該当する数値がないものである。 

(ウ) 巻末の統計表の［ ］は、「労組あり」の事業所を集計したものである。 

(エ) 本文中各表の「労組あり」の数値は、「労組あり」と回答いただいた事業所のすべての労働者 

   （正社員、非正社員のいずれで構成されているかを問わない）を集計したものである。 

（オ） 集計事業所数について、個々の質問に回答をいただいた事業所の集計数であるため、質問項目

によって、異なることがある。 

（カ） 本調査の対象は、無作為に抽出した事業所の回答であるため、比較対象は一定していない。 
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２ 用語説明 

(１) 企業規模 

本社、支店、工場、出張所等企業全体の常用労働者数の合計によって区分している。 

  

(２) 常用労働者 

  次のうちいずれかに該当する労働者をいう。 

① 期間を定めず、又は１か月を超える期間を定めて雇用している労働者 

② 日々又は１か月以内の期間を限って雇用している労働者のうち、前２か月にそれぞれ 18 日以上

雇用した労働者 

※ 重役・理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者や、事業主の家

族でその事業所で働いている者のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者も労働者

に含む。 

  

(３) 就業形態別労働者 

正 社 員        ： 雇用している労働者のうち、特に雇用期間を定めていない者。（他企業

への出向者は除く。） 

非正社員 

    パートタイム労働者  ： 正社員より 1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない 

者。 

嘱託社員      ： 定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し雇用する者。 

契約社員           ： 特定職種に従事し専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約す 

る者。 

出向社員      ： 他企業から出向契約に基づき出向してきている者。出向元に籍を置いてい

るか否かは問わない。 

派遣労働者     ：「労働者派遣法（「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の 

就業条件の整備等に関する法律」）に基づく派遣元事業所から派遣された

者。 

その他       ： 上記以外の労働者。（臨時・日雇い労働者等） 

  なお、労働者数の過去３年間の増減については、期間を調査基準日（平成２１年７月３１日）か 

ら３年以前とした。 

 

(４) 労働時間 

１日の所定労働時間、週所定労働時間は、就業規則等であらかじめ定められている労働時間（超過、

休日労働、休憩時間を除く。）で、曜日、週によって労働時間が異なる場合は平均値とした。なお、年

間所定労働時間及び年間所定内労働時間については、調査項目としていないが、傾向を把握するため
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次の算定式により集計した。 

１）年間所定労働時間 ＝１日の所定労働時間×（３６５日－年間総休日日数） 

２）年間所定内労働時間＝１日の所定労働時間×｛３６５日－(年間総休日日数＋有給休暇取得 

日数）｝ 

なお、労働者の職種等により所定労働時間が異なる場合は、適用される労働者が最も多い人数層    

をもって算出している。 

                       

(５) 年間超過実労働時間 

調査対象事業所の全常用労働者から一定の方法で抽出された労働者の年間超過実労働時間を集計し

ている。 

 

(６) 年間総実労働時間 

  年間所定内労働時間と年間超過実労働時間との合計で年間総実労働時間を算出している。 

 

(７) 変形労働時間制 

   1 か月単位の変形労働時間制、１年単位の変形労働時間制、１週間単位の非定型的労働時間制、フ 

レックスタイム制、裁量労働制をいう。 

 

 (８) 週休制 

事業所において採用されている週休制の実施形態で、部門、職種等により異なる週休制を採用して 

いる場合は、当該事業所で最も適用労働者の多い形態としている。 

 

(９) 年間総休日日数 

  土曜・日曜等の「週休日」の日数、国民の祝日、年末年始の休日、夏期特別休暇、会社の創立記念 

日等「週休日以外の休日」の日数で算出している。 

なお、就労形態別の年間総休日日数で、部門、職種等により異なる休日日数を採用している場合は、

当該事業所で最も適用労働者の多い休日日数としている。 

 

(10) 年次有給休暇取得率 

   年次有給休暇の平均取得率は 

   年間平均取得率 ＝ 年間平均取得（消化）日数 ÷ 年間平均付与日数 で算出している。 
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パートタイ
ム労働者

嘱託社員 契約社員 出向社員
派遣労働

者
その他

全　　体 件 % % % % % % % %

平成20年 2,249 64.0 36.0 17.4 2.5 5.7 1.7 6.8 1.9

平成21年 2,156 59.4 40.6 22.8 2.7 5.7 2.1 5.0 2.3

（労組あり） 730 61.1 38.9 19.4 3.0 6.5 2.3 6.2 1.5

（注)「その他」は、臨時・日雇労働者を含む。

図１－１　就業形態別雇用状況

表１－１　就業形態別雇用状況

集計
事業所数

正社員区　　分 非正社員

１　就業形態

（１）　就業形態別雇用状況

Ⅱ　調査結果の概要

 　就業形態別雇用状況をみると、「正社員」が59.4%に対し、「非正社員」が40.6%となっている。「非正社員」の内
訳では「パートタイム労働者」が22.8%と最も高く、次いで「契約社員」」5.7%、「派遣労働者」5.0%の順となってい
る。これを男女別（表１－２）にみると、「正社員」の割合は、「男性」の73.3%に対し、「女性」が39.6%となっており、
「非正社員」の割合では、「男性」の26.7%に対し、「女性」が60.4%となっている。　また、女性の「パートタイム労働
者」の割合は40.4%となっている。
　企業規模別に「正社員」の割合をみると、男性では、「30人～99人」が74.9%と最も高く、「100人～499人」が
71.6%と最も低くなっている。女性では、「100人～499人」が47.9％と最も高く、「1000人以上」が29.9%と最も低く
なっている。
　産業分類別に「正社員」の割合をみると、男性では、「複合サービス事業」が88.8%と最も高く、次いで「金融・保
険業」の86.2%となっている。女性では、「建設業」が71.7%と最も高く、次いで「医療,福祉」の61.4%となっている。
男女とも「飲食店，宿泊業」が最も低く男性30.2%、女性4.2%となっている。
　また、産業分類別に「非正社員」の割合をみると、男女ともに「飲食店，宿泊業」が最も高く、それぞれ男性は
69.8%、女性は95.8%となっている。

正社員
59.4%

非正社員
40.6%

正社員
59.4%

派遣労働者
5.0%

出向社員
2.1%

契約社員
5.7%

その他
2.3%

嘱託社員
2.7%

パートタイム
労働者
22.8%
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（男　性）

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ
労働者

嘱託
社員

契約
社員

出向
社員

派遣
労働者

その他

人 % % % % % % % %

155,878    75.4    24.6     7.2     3.3     4.4     2.4     5.4     2.0

146,954    73.3    26.7    10.4     3.6     4.4     2.8     3.4     2.0

80,010    75.0    25.0     8.7     3.9     4.0     3.0     4.0     1.4

30 人 ～ 99 人 27,292    74.9    25.1    10.0     4.4     4.0     2.3     2.3     2.1

100 人 ～ 499 人 39,581    71.6    28.4     9.7     5.0     5.3     3.8     2.4     2.3

500 人 ～ 999 人 18,273    73.3    26.7     8.1     3.7     6.2     4.8     3.0     0.9

1000 人 以 上 61,808    73.7    26.3    11.7     2.5     3.5     1.8     4.7     2.2

建 設 業 9,129    79.5    20.5     0.6     4.5     2.5     1.4     7.0     4.4

製 造 業 39,026    83.1    16.9     3.5     3.5     2.5     2.6     3.8     1.1

情 報 通 信 業 11,341    77.2    22.8     4.5     0.9     3.3     5.6     7.9     0.7

運 輸 業 15,074    70.5    29.5     7.3     6.8     6.1     2.6     5.0     1.7

卸 売 ・ 小 売 業 27,876    73.8    26.2    13.9     2.6     3.2     3.3     1.3     1.8

金 融 ・ 保 険 業 5,628    86.2    13.8     1.8     3.6     1.5     4.6     1.7     0.6

不 動 産 業 1,682    73.6    26.4     7.9     4.2    10.2     2.7     1.1     0.2

飲 食 店 , 宿 泊 業 5,162    30.2    69.8    60.4     0.6     0.9     0.4     0.1     7.6

医 療 , 福 祉 8,468    67.2    32.8    19.0     2.8     5.3     0.9     1.0     3.8

教育,学習支援業 4,882    50.9    49.1    22.6     3.9    17.7     1.5     0.8     2.7

複合サービス事業 660    88.8    11.2     5.8     3.3       -     1.7       -     0.5

サ ー ビ ス 業 18,026    64.5    35.5    12.9     5.3     8.1     3.4     3.5     2.3

（女　性）

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ
労働者

嘱託
社員

契約
社員

出向
社員

派遣
労働者

その他

人 % % % % % % % %

105,641 47.2   52.8   32.5   1.2    7.6    0.7    9.0    1.9    

102,982 39.6   60.4   40.4   1.4    7.7    0.9    7.3    2.7    

43,524 35.5   64.5   39.1   1.3    11.1   1.0    10.3   1.6    

30 人 ～ 99 人 19,854 43.4   56.6   41.7   1.3    4.7    1.0    5.1    2.8    

100 人 ～ 499 人 28,757 47.9   52.1   32.7   2.2    6.9    1.4    6.6    2.3    

500 人 ～ 999 人 13,719 45.5   54.5   30.6   0.8    9.0    0.8    11.8   1.4    

1000 人 以 上 40,652 29.9   70.1   48.6   1.0    9.2    0.6    7.3    3.3    

建 設 業 1,142 71.7   28.3   5.2    1.9    6.0    0.5    10.2   4.5    

製 造 業 13,381 44.3   55.7   36.0   1.7    3.8    0.9    11.6   1.7    

情 報 通 信 業 3,717 50.6   49.4   21.8   0.7    5.3    1.6    18.9   1.1    

運 輸 業 3,653 30.0   70.0   40.8   1.0    7.4    0.9    19.8   0.2    

卸 売 ・ 小 売 業 26,332 27.2   72.8   51.7   0.7    11.6   1.0    5.1    2.6    

金 融 ・ 保 険 業 4,784 50.6   49.4   16.8   1.8    4.4    1.1    21.9   3.3    

不 動 産 業 614 44.8   55.2   39.7   0.3    9.6    0.3    4.6    0.7    

飲 食 店 , 宿 泊 業 7,998 4.2    95.8   88.0   0.1    0.5    -      0.2    7.0    

医 療 , 福 祉 25,286 61.4   38.6   27.0   1.9    4.9    0.6    2.0    2.2    

教育,学習支援業 4,343 34.5   65.5   35.7   1.9    19.8   0.7    2.9    4.5    

複合サービス事業 409 53.1   46.9   30.3   3.9    0.2    0.5    12.0   -      

サ ー ビ ス 業 11,323 32.3   67.7   37.5   2.0    12.0   2.2    11.4   2.6    

※　「その他」は、臨時・日雇労働者を含む。

平 成 21 年

企
業
規
模

産
業
分
類

　区　　　　　分

（ 労 組 あ り ）

平 成 20 年

産
業
分
類

企
業
規
模

　区　　　　　分

平 成 20 年

（ 労 組 あ り ）

平 成 21 年

集計
労働者数

正社員

全 体

非正社員

表１－２　就業形態別労働者数の割合

非正社員

全 体

集計
労働者数

正社員
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（２）　労働者数の増減

（出向社員、派遣労働者を除く労働者）

男性 女性

増加 横ばい 減少 増加 横ばい 減少

件 % % % % % %

2,249 27.2 55.2 17.6 23.8 59.4 16.8 

2,156 22.9 56.7 20.4 19.2 62.7 18.1 

730 22.5 56.4 21.1 17.9 64.1 18.0 

30 人 ～ 99 人 971 19.9 57.6 22.5 15.9 65.0 19.0 

100 人 ～ 499 人 592 25.6 55.3 19.1 21.6 61.9 16.5 

500 人 ～ 999 人 178 27.1 55.2 17.7 22.7 58.6 18.7 

1000 人 以 上 415 23.0 57.6 19.4 20.4 61.3 18.3 

建 設 業 90 26.0 52.9 21.1 11.6 78.5 9.9 

製 造 業 417 23.6 52.8 23.6 15.5 62.4 22.0 

情 報 通 信 業 94 22.3 55.8 21.9 17.0 65.0 18.0 

運 輸 業 187 23.5 52.9 23.5 13.4 69.7 16.9 

卸 売 ・ 小 売 業 468 21.2 57.2 21.6 17.2 64.2 18.6 

金 融 ・ 保 険 業 68 23.8 57.5 18.8 19.5 51.5 29.0 

不 動 産 業 29 25.0 47.2 27.8 18.8 53.1 28.1 

飲 食 店 , 宿 泊 業 69 17.6 59.7 22.7 21.5 58.9 19.6 

医 療 , 福 祉 312 26.3 64.6 9.1 33.8 56.3 9.9 

教育,学習支援業 107 20.6 58.2 21.2 18.4 57.9 23.7 

複合サービス事業 17 11.4 68.6 20.0 21.9 65.6 12.5 

サ ー ビ ス 業 298 22.7 56.1 21.2 15.8 66.7 17.5 

（出向社員、派遣労働者）

男性 女性

増加 横ばい 減少 増加 横ばい 減少

件 % % % % % %

2,249 27.9 58.0 14.1 31.7 53.7 14.6 

2,156 12.9 65.4 21.7 10.8 66.8 22.5 

730 14.6 64.6 20.7 12.1 67.5 20.4 

30 人 ～ 99 人 971 13.4 64.1 22.5 9.3 67.4 23.3 

100 人 ～ 499 人 592 12.1 64.0 23.9 10.3 65.5 24.2 

500 人 ～ 999 人 178 10.7 60.4 28.9 14.5 61.4 24.1 

1000 人 以 上 415 14.0 71.1 14.8 11.7 70.1 18.2 

建 設 業 90 18.9 67.9 13.2 10.5 77.2 12.3 

製 造 業 417 13.0 56.2 30.8 9.9 60.1 30.0 

情 報 通 信 業 94 16.0 56.0 28.0 6.8 66.2 27.0 

運 輸 業 187 19.0 56.2 24.8 9.7 67.3 23.0 

卸 売 ・ 小 売 業 468 12.8 70.5 16.8 10.7 65.3 24.0 

金 融 ・ 保 険 業 68 15.8 64.9 19.3 13.8 56.9 29.3 

不 動 産 業 29 13.6 50.0 36.4 13.0 65.2 21.7 

飲 食 店 , 宿 泊 業 69 6.9 62.1 31.0 3.7 74.1 22.2 

医 療 , 福 祉 312 5.9 77.2 16.9 16.5 68.2 15.3 

教育,学習支援業 107 6.7 78.7 14.7 9.9 81.5 8.6 

複合サービス事業 17 - 83.3 16.7 - 87.5 12.5 

サ ー ビ ス 業 298 13.7 70.5 15.9 10.2 70.4 19.5 

区　　　　　分
集計

事業所数

平 成 21 年

全 体

産
業
分
類

企
業
規
模

全 体

平 成 20 年

平 成 20 年

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

産
業
分
類

　労働者数の最近３年間の増減傾向の割合（表１－３）をみると、男女（出向社員、派遣労働者を除く）ともに「横
ばい」とする事業所が最も高くなっており、次いで「増加」、「減少」の順となっているのに対し、「出向社員、派遣労
働者」では男女ともに「減少」が「増加」を上回った。
　「増加」したとする事業所を企業規模別にみると、男性（出向社員、派遣労働者を除く）では「500人～999人」が
27.1%と最も高く、次いで「100人～499人」25.6%、「1000人以上」23.0%の順となっている。「出向社員、派遣労働
者」の男性では「1000人以上」が14.0%と最も高く、次いで「30人～99人」13.4%、「100人～499人」12.1%の順となっ
ている。
 女性（出向社員、派遣労働者を除く）の「増加」したとする事業所を企業規模別にみると、「500人～999人」が
22.7%と最も高く、次いで「100人～499人」21.6%、「1000人以上」20.4%で男性の場合と同じ順となっている。「出向
社員、派遣労働者」の女性では「500人～999人」が14.5%と最も高く、次いで「1000人以上」11.7%、「100人～499
人」10.3％の順となっている。
　また、就業形態別（表１－４）にみると、「嘱託社員」が男女ともに「増加」が「減少」を大きく上回る一方、「派遣労
働者」において男女ともに「減少」が「増加」を大きく上回った。

平 成 21 年

（ 労 組 あ り ）

集計
事業所数

区　　　　　分

表１－３　最近３年間の増減
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男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

22.6 20.2 17.7 19.4 32.0 16.8 19.8 18.4

48.9 60.3 65.5 58.5 56.8 75.6 62.5 65.0

28.5 19.6 16.8 22.1 11.2 7.6 17.7 16.6

男性 女性 男性 女性 男性 女性

14.6 7.2 11.2 12.9 7.6 6.4

68.9 86.4 62.0 55.1 82.5 86.0

16.5 6.3 26.8 32.0 9.9 7.6

（３）　正社員への登用

件 % %

2,249 61.3 38.7

2,155 60.0 40.0

730 61.4 38.6

　非正社員から正社員への登用制度についてみると、「ある」とした事業所の割合は、60.0%であり、「ない」とした
事業所の割合は40.0%となっている。また、正社員への登用実績（表１－６）をみると、登用制度が「ある」事業所で
は46.7%であり、「ない」事業所では12.5%となっている。

表１－４　就業形態別労働者数の最近３年間の増減

契約社員パートタイム労働者正社員

その他

増  加(%)

派遣労働者

区　　　　　　　分

増  加(%)

横ばい(%)

嘱託社員

減  少(%)

横ばい(%)

減  少(%)

区　　　　　　　分
出向社員

（労組あり）

表１－５　正社員への登用制度

区　　　　　　　分

全体

平成20年

平成21年

集計事業所数 ある ない
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パート
タイム
労働者

契約社
員

その他
パート
タイム
労働者

契約社
員

その他

件 % % % % % 件 % % % % %

1,292 46.7 20.8 20.6 8.3 53.3 863 12.5 4.8 4.1 4.4 87.5 

448 43.1 10.7 25.7 8.9 56.9 282 14.2 2.5 6.4 5.3 85.8 

30 人 ～ 99 人 525 47.2 25.9 16.2 7.8 52.8 445 10.3 4.3 2.7 3.8 89.7 

100 人 ～ 499 人 354 51.1 21.2 22.3 11.0 48.9 238 14.7 6.3 4.2 5.5 85.3 

500 人 ～ 999 人 114 39.5 14.0 19.3 8.8 60.5 64 21.9 7.8 10.9 4.7 78.1 

1000 人 以 上 299 43.1 14.0 26.8 5.7 56.9 116 11.2 1.7 5.2 4.3 88.8 

建 設 業 35 40.0 5.7 28.6 5.7 60.0 55 7.3 - 3.6 3.6 92.7 

製 造 業 228 45.2 19.7 16.7 14.5 54.8 189 12.7 4.8 3.2 4.8 87.3 

情 報 通 信 業 39 48.7 2.6 35.9 12.8 51.3 55 14.5 1.8 5.5 7.3 85.5 

運 輸 業 97 54.6 17.5 30.9 11.3 45.4 90 8.9 2.2 1.1 5.6 91.1 

卸 売 ・ 小 売 業 273 38.5 13.6 18.7 7.7 61.5 195 9.2 3.1 2.1 4.6 90.8 

金 融 ・ 保 険 業 45 28.9 13.3 4.4 11.1 71.1 23 8.7 - 8.7 - 91.3 

不 動 産 業 14 50.0 21.4 28.6 - 50.0 15 13.3 6.7 - 6.7 86.7 

飲 食 店 , 宿 泊 業 57 47.4 31.6 15.8 1.8 52.6 12 8.3 8.3 - - 91.7 

医 療 , 福 祉 246 59.3 44.7 14.2 3.3 40.7 66 28.8 19.7 9.1 4.5 71.2 

教育,学習支援業 70 50.0 11.4 35.7 5.7 50.0 37 18.9 8.1 10.8 2.7 81.1 

複合サービス事業 13 - - - - 100.0 4 - - - - 100.0 

サ ー ビ ス 業 175 46.3 12.6 27.4 9.7 53.7 122 12.3 4.1 5.7 3.3 87.7 

図１－２　正社員への登用状況

表１－６　正社員への登用実績

ない

正社員への登用制度なし

集計
事業所

数
ある ない

企
業
規
模

産
業
分
類

平 成 21 年

正社員への登用制度あり

区　　　　　分 集計
事業所

数
ある

（ 労 組 あ り ）

全 体

登用制度
あり
60.0%

登用制度
なし
40.0%

登用実績
あり
46.7%

登用実績
あり
12.5%
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２　労働時間
（１）　１日の所定労働時間

（正社員）

6時間以下
6時間超～6
時間半以下

6時間半超
～7時間以下

7時間超～7
時間半以下

7時間半超
～8時間以下

8時間超
1日の平均所
定労働時間

% % % % % % 時間：分

0.2      0.3      9.6      23.3     64.4     2.3      7:44

0.2      0.6      9.8      23.2     64.2     2.0      7:44

-        0.4      9.9      24.0     64.0     1.7      7:44

30 人 ～ 99 人 0.4      0.9      10.4     21.3     64.3     2.6      7:45

100 人 ～ 499 人 0.2      0.5      12.4     26.2     58.6     2.0      7:41

500 人 ～ 999 人 -        -        9.8      26.4     63.8     -        7:41

1000 人 以 上 -        -        4.4      22.1     72.1     1.5      7:47

建 設 業 -        -        5.6      21.1     73.3     -        7:46

製 造 業 -        -        2.9      14.7     81.0     1.4      7:49

情 報 通 信 業 -        -        8.5      23.4     68.1     -        7:43

運 輸 業 -        -        10.8     22.2     60.5     6.5      7:53

卸 売 ・ 小 売 業 0.2      0.4      8.4      26.4     62.6     1.9      7:43

金 融 ・ 保 険 業 -        -        20.6     36.8     38.2     4.4      7:33

不 動 産 業 -        -        18.5     33.3     48.1     -        7:35

飲 食 店 , 宿 泊 業 -        -        7.5      13.4     74.6     4.5      7:54

医 療 , 福 祉 0.3      0.3      15.9     28.6     53.6     1.3      7:38

教育,学習支援業 -        2.9      13.3     30.5     49.5     3.8      7:37

複合サービス事業 -        -        11.8     11.8     76.5     -        7:48

サ ー ビ ス 業 1.0      2.0      11.9     22.1     62.2     0.7      7:39

平 成 20 年

　１日の所定労働時間（就業規則等で定められた労働時間で、休憩時間を除いたもの）をみると、「正社員」では、
すべての企業規模、産業分類で「7時間半超～8時間以下」が最も多くなっている。
  「１日の平均所定労働時間」を就業形態別にみると、「正社員」が7時間44分と最も長くなっており、「出向社員」7
時間41分、「嘱託社員」7時間34分、「契約社員」の7時間32分と続き、「パートタイム労働者」の5時間53分が最も
短くなっている。
  これを産業分類別にみると、「正社員」では「飲食店，宿泊業」が7時間54分と最も長くなっており、最も短い「金
融・保険業」の7時間33分との差は21分となっている。
　また、「パートタイム労働者」では、「情報通信業」が6時間43分と最も長くなっており、最も短い「教育,学習支援
業」の5時間08分との差は1時間35分となっている。

図２－１　正社員の１日の所定労働時間

区　　　　　　　分

表２－１　１日の所定労働時間

全 体

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

産
業
分
類

平 成 21 年

７時間以下
10.6%

7時間超～
7時間半以下

23.2%
7時間半超～

8時間以下
64.2%

8時間超
2.0%
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（パートタイム労働者）

4時間以下
4時間超～5
時間以下

5時間超～6
時間以下

6時間超～7
時間以下

7時間超～8
時間以下

8時間超
1日の平均所
定労働時間

% % % % % % 時間：分

15.6     23.8     19.1     18.4     22.7     0.4      5:57

17.7     22.6     18.5     19.2     21.6     0.4      5:53

13.1     26.1     17.3     21.5     21.7     0.4      5:59

30 人 ～ 99 人 19.9     21.8     19.8     17.3     20.9     0.3      5:48

100 人 ～ 499 人 18.6     20.8     20.0     20.8     19.3     0.5      5:53

500 人 ～ 999 人 12.1     21.6     16.4     19.8     30.2     -        6:07

1000 人 以 上 12.8     28.4     13.6     21.2     23.2     0.8      6:01

建 設 業 15.6     6.3      21.9     21.9     34.4     -        6:20

製 造 業 8.9      15.8     25.3     24.3     25.7     -        6:17

情 報 通 信 業 3.7      22.2     11.1     18.5     44.4     -        6:43

運 輸 業 23.2     23.2     16.1     19.6     16.1     1.8      5:42

卸 売 ・ 小 売 業 20.3     32.2     16.3     15.9     14.9     0.3      5:34

金 融 ・ 保 険 業 -        25.6     15.4     41.0     17.9     -        6:25

不 動 産 業 18.2     18.2     18.2     9.1      36.4     -        6:08

飲 食 店 , 宿 泊 業 24.2     40.9     13.6     3.0      18.2     -        5:23

医 療 , 福 祉 22.4     18.8     18.0     17.3     22.8     0.7      5:49

教育,学習支援業 34.9     21.7     12.0     16.9     14.5     -        5:08

複合サービス事業 -        28.6     35.7     28.6     7.1      -        6:05

サ ー ビ ス 業 14.0     19.6     17.9     20.7     27.4     0.6      6:10

（嘱託社員）

6時間以下
6時間超～6
時間半以下

6時間半超
～7時間以下

7時間超～7
時間半以下

7時間半超
～8時間以下

8時間超
1日の平均所
定労働時間

% % % % % % 時間：分

5.6      0.3      9.7      25.8     57.5     1.1      7:32

5.0      0.7      10.1     25.1     57.7     1.3      7:34

3.1      0.5      11.7     27.2     56.3     1.2      7:36

30 人 ～ 99 人 8.1      0.3      9.9      22.0     57.8     1.9      7:30

100 人 ～ 499 人 4.0      1.9      12.4     25.2     55.0     1.6      7:35

500 人 ～ 999 人 -        -        10.5     33.7     55.8     -        7:38

1000 人 以 上 3.5      -        6.4      26.7     62.9     0.5      7:36

建 設 業 4.2      -        4.2      18.8     72.9     -        7:40

製 造 業 3.4      0.8      3.4      12.2     78.7     1.5      7:46

情 報 通 信 業 3.2      -        16.1     25.8     54.8     -        7:34

運 輸 業 2.5      -        15.2     29.1     46.8     6.3      7:49

卸 売 ・ 小 売 業 6.2      0.4      6.2      31.1     55.6     0.4      7:29

金 融 ・ 保 険 業 5.1      -        20.5     41.0     33.3     -        7:23

不 動 産 業 -        -        8.3      25.0     66.7     -        7:43

飲 食 店 , 宿 泊 業 7.1      -        21.4     21.4     50.0     -        7:27

医 療 , 福 祉 13.7     2.0      15.7     33.3     33.3     2.0      7:06

教育,学習支援業 5.1      2.6      23.1     33.3     35.9     -        7:20

複合サービス事業 -        -        40.0     40.0     20.0     -        7:24

サ ー ビ ス 業 2.2      0.7      14.2     26.9     55.2     0.7      7:35

平 成 20 年

（ 労 組 あ り ）

平 成 21 年

全 体

平 成 21 年

産
業
分
類

区　　　　　　　分

企
業
規
模

企
業
規
模

区　　　　　　　分

産
業
分
類

（ 労 組 あ り ）

全 体

平 成 20 年
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（契約社員）

6時間以下
6時間超～6
時間半以下

6時間半超
～7時間以下

7時間超～7
時間半以下

7時間半超
～8時間以下

8時間超
1日の平均所
定労働時間

% % % % % % 時間：分

5.2      0.6      10.5     20.4     61.6     1.7      7:32

5.4      0.8      7.9      21.9     62.1     2.0      7:32

4.1      0.3      8.5      20.8     64.9     1.5      7:34

30 人 ～ 99 人 8.5      2.0      8.5      20.3     57.7     2.8      7:26

100 人 ～ 499 人 5.4      0.4      9.2      22.9     60.0     2.1      7:32

500 人 ～ 999 人 -        -        7.9      27.0     65.2     -        7:42

1000 人 以 上 3.8      -        5.4      20.1     69.0     1.6      7:36

建 設 業 -        -        8.8      14.7     76.5     -        7:46

製 造 業 2.3      -        3.9      15.5     76.7     1.6      7:45

情 報 通 信 業 -        -        10.4     25.0     64.6     -        7:42

運 輸 業 3.1      -        1.6      12.5     78.1     4.7      7:48

卸 売 ・ 小 売 業 2.5      -        7.0      25.9     62.7     1.9      7:40

金 融 ・ 保 険 業 5.3      -        15.8     26.3     42.1     10.5     7:36

不 動 産 業 -        -        6.7      33.3     53.3     6.7      7:45

飲 食 店 , 宿 泊 業 -        -        25.0     25.0     50.0     -        7:36

医 療 , 福 祉 18.1     2.1      4.3      25.5     47.9     2.1      7:00

教育,学習支援業 20.6     2.9      8.8      27.9     38.2     1.5      6:49

複合サービス事業 -        -        -        -        100.0    -        8:00

サ ー ビ ス 業 -        1.8      15.0     20.4     61.9     0.9      7:39

（出向社員）

6時間以下
6時間超～6
時間半以下

6時間半超
～7時間以下

7時間超～7
時間半以下

7時間半超
～8時間以下

8時間超
1日の平均所
定労働時間

% % % % % % 時間：分

0.5      0.5      7.4      26.5     63.9     1.1      7:39

1.0      -        7.1      25.1     65.8     1.0      7:41

-        -        8.3      23.5     67.2     1.0      7:42

30 人 ～ 99 人 2.4      -        8.1      22.8     64.2     2.4      7:40

100 人 ～ 499 人 -        -        10.4     27.1     62.5     -        7:39

500 人 ～ 999 人 -        -        2.3      27.9     69.8     -        7:42

1000 人 以 上 1.0      -        3.1      24.0     70.8     1.0      7:42

建 設 業 -        -        7.7      15.4     76.9     -        7:46

製 造 業 -        -        3.3      14.3     81.3     1.1      7:48

情 報 通 信 業 -        -        7.7      30.8     61.5     -        7:41

運 輸 業 -        -        10.0     12.5     75.0     2.5      7:45

卸 売 ・ 小 売 業 1.1      -        2.2      31.5     65.2     -        7:41

金 融 ・ 保 険 業 -        -        25.0     25.0     43.8     6.3      7:31

不 動 産 業 -        -        -        28.6     71.4     -        7:44

飲 食 店 , 宿 泊 業 -        -        -        -        100.0    -        7:57

医 療 , 福 祉 4.0      -        8.0      24.0     60.0     4.0      7:35

教育,学習支援業 7.1      -        21.4     57.1     14.3     -        7:10

複合サービス事業 -        -        50.0     50.0     -        -        7:15

サ ー ビ ス 業 1.3      -        9.3      32.0     57.3     -        7:37

区　　　　　　　分

平 成 20 年

（ 労 組 あ り ）

全 体

平 成 21 年

平 成 21 年

全 体

企
業
規
模

平 成 20 年

産
業
分
類

産
業
分
類

（ 労 組 あ り ）

区　　　　　　　分

企
業
規
模
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（派遣労働者）

6時間以下
6時間超～6
時間半以下

6時間半超
～7時間以下

7時間超～7
時間半以下

7時間半超
～8時間以下

8時間超
1日の平均所
定労働時間

% % % % % % 時間：分

8.3      1.1      14.9     20.9     53.8     1.0      7:24

9.4      0.8      13.4     22.4     52.6     1.3      7:23

10.8     0.3      15.0     22.5     51.1     0.3      7:18

30 人 ～ 99 人 13.2     1.5      13.2     22.4     47.8     2.0      7:15

100 人 ～ 499 人 7.1      1.3      13.3     21.7     54.9     1.8      7:27

500 人 ～ 999 人 6.7      -        14.6     29.2     49.4     -        7:26

1000 人 以 上 9.5      -        13.2     20.1     56.6     0.5      7:24

建 設 業 -        4.0      -        28.0     68.0     -        7:40

製 造 業 4.4      -        8.3      16.0     69.6     1.7      7:37

情 報 通 信 業 7.7      -        12.8     23.1     56.4     -        7:22

運 輸 業 14.0     -        18.0     18.0     48.0     2.0      7:14

卸 売 ・ 小 売 業 10.6     -        11.8     28.6     49.1     -        7:20

金 融 ・ 保 険 業 6.3      -        46.9     12.5     31.3     3.1      7:18

不 動 産 業 10.0     -        10.0     20.0     50.0     10.0     7:35

飲 食 店 , 宿 泊 業 66.7     -        33.3     -        -        -        5:40

医 療 , 福 祉 15.1     2.7      16.4     31.5     31.5     2.7      7:14

教育,学習支援業 21.2     6.1      21.2     18.2     30.3     3.0      6:51

複合サービス事業 25.0     -        -        75.0     -        -        6:48

サ ー ビ ス 業 8.2      1.0      11.2     21.4     58.2     -        7:25

（その他：臨時・日雇労働者等）

4時間以下
4時間超～5
時間以下

5時間超～6
時間以下

6時間超～7
時間以下

7時間超～8
時間以下

8時間超
1日の平均所
定労働時間

% % % % % % 時間：分

36.5     0.4      9.9      11.6     38.6     3.0      6:28

21.7     8.3      4.6      11.1     52.5     1.8      6:30

11.3     7.5      5.0      12.5     63.8     -       6:55

30 人 ～ 99 人 26.5     10.8     3.6      13.3     44.6     1.2      6:17

100 人 ～ 499 人 19.7     7.9      5.3      9.2      53.9     3.9      6:31

500 人 ～ 999 人 5.0      5.0      10.0     15.0     65.0     -       7:09

1000 人 以 上 23.7     5.3      2.6      7.9      60.5     -       6:35

建 設 業 -       -       -       33.3     66.7     -       7:34

製 造 業 11.1     11.1     6.7      -       71.1     -       6:55

情 報 通 信 業 8.3      -       -       25.0     66.7     -       7:03

運 輸 業 12.5     -       -       18.8     68.8     -       7:04

卸 売 ・ 小 売 業 27.0     13.5     -       21.6     37.8     -       6:12

金 融 ・ 保 険 業 -       -       -       -       75.0     25.0     8:05

不 動 産 業 -       -       -       50.0     50.0     -       7:30

飲 食 店 , 宿 泊 業 33.3     66.7     -       -       -       -       4:25

医 療 , 福 祉 48.5     6.1      3.0      6.1      27.3     9.1      5:48

教育,学習支援業 46.7     13.3     20.0     13.3     6.7      -       4:33

複合サービス事業 -        -        -        -        100.0    -        8:00

サ ー ビ ス 業 13.5     5.4      8.1      2.7      70.3     -       6:50

平 成 20 年

平 成 20 年

（ 労 組 あ り ）

（ 労 組 あ り ）

平 成 21 年

全 体

全 体

産
業
分
類

区　　　　　　　分

産
業
分
類

平 成 21 年

企
業
規
模

区　　　　　　　分

企
業
規
模

- 21 -



（２）　週所定労働時間

（正社員）

平均週
所定労
働時間

時間：分

39:20

39:12

38:44

30 人 ～ 99 人 39:40

100 人 ～ 499 人 38:48

500 人 ～ 999 人 38:33

1000 人 以 上 38:58

建 設 業 40:03

製 造 業 39:21

情 報 通 信 業 38:47

運 輸 業 39:52

卸 売 ・ 小 売 業 39:13

金 融 ・ 保 険 業 37:40

不 動 産 業 39:12

飲 食 店 , 宿 泊 業 40:02

医 療 , 福 祉 38:44

教育,学習支援業 38:53

複合サービス事業 39:06

サ ー ビ ス 業 39:10

43.8 

70.6 

48.8 3.4 

図２－２　正社員の週の所定労働時間

- 

2.0 

23.9 

51.9 

77.6 

47.7 

51.1 

44.7 

53.5 

42.5 

40時間

47.3 

48.0 

41.4 

%

54.5 

41.7 

42.0 

44.3 

47.8 

- 1.4 

0.5 

1.1 

4.9 

2.4 

- 

3.7 

3.0 

- 

1.0 

- 

- 

1.0 

- 

- 

0.2 0.7 

1.1 5.6 

- 

- 

- 

0.5 

0.6 

0.4 3.1 

0.2 0.9 

- 

%

0.2 2.2 

0.3 1.8 

%

0.7 

- 

- 

1.5 

0.3 

1.0 

- 

2.7 

1.7 

- 

- 

%

1.4 

1.5 

0.4 

2.7 

0.5 

- 

0.7 

5.6 

20.8 

20.0 

5.9 

18.9 

29.2 

22.3 

17.8 

1.7 

- 

18.6 

23.4 

10.4 

14.8 

7.5 

17.3 

% %

22.7 

21.4 

26.8 

16.3 

25.6 

23.6 

26.8 

7.5 

21.4 

24.8 

17.6 

10.8 

22.3 

38.8 

25.9 

20.4 

15.6 

13.0 

24.5 

36時間
以上～
38時間
未満

38時間
以上～
40時間
未満

40時間超
～42時間

未満

17.7 

18.7 

21.8 

14.1 

23.2 

24.7 

平 成 21 年

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

産
業
分
類

表２－２　週所定労働時間

区　　　　分

全 体

平 成 20 年

42時間
以上～
44時間
未満

44時間
以上～
46時間
未満

46時間
以上～
48時間
未満

48時間
以上

%

0.8 

0.5 

0.4 

0.7 

- 

- 

1.0 

- 

0.5 

- 

0.5 

0.7 

3.0 

- 

- 

0.3 

- 

- 

0.7 

1.0 

1.0 

- 

%

2.3 

1.5 

0.4 

2.7 

0.7 

0.6 

0.5 

3.3 

1.7 

- 

2.7 

0.7 

1.5 

- 

- 

36時間
未満

%

5.4 

6.2

8.2 

5.4 

7.3 

9.2 

5.4 

2.2 

2.4 

7.4 

6.5 

5.6 

22.4 

3.7 

3.0 

8.4 

7.6 

5.9 

7.8 

　週所定労働時間をみると、「正社員」では、「40時間」が48.0%と最も多く、「40時間」以下の事業所を合わせると
全体の94.4%を占めている。また、「パートタイム労働者」では、「30時間以上～32時間未満」が14.8%と最も多く、次
いで「24時間以上～26時間未満」が13.6%となっており、32時間未満の合計は、全体の66.4%を占めている。
  「平均週所定労働時間」をみると、「正社員」は39時間12分となっており、「パートタイム労働者」27時間43分との
差は11時間29分となっている。
  企業規模別にみると、「正社員」では、「30人～９９人」が39時間40分と最も長く、次いで「1000人以上」38時間58
分、「100人～499人」38時間48分となっており、「500人～999人」の38時間33分が最も短くなっている。また、
「パートタイム労働者」では、「500人～999人」が28時間45分と最も長く、「30人～99人」が27時間13分と最も短く
なっている。
  産業分類別にみると、「正社員」では、「建設業」が40時間03分と最も長く、次いで「飲食店,宿泊業」40時間02
分、「運輸業」39時間52分の順となっている。また、「パートタイム労働者」では、「製造業」が30時間22分と最も長
く、次いで「不動産業」30時間05分、「情報通信業」30時間04分と続いている。

40時間以下
94.4%

40時間超～
44時間未満

2.0%

44時間以上
3.6%
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（パートタイム労働者）

16
時
間
未
満

16
時
間
以
上
～
18
時
間
未
満

18
時
間
以
上
～
20
時
間
未
満

20
時
間
以
上
～
22
時
間
未
満

22
時
間
以
上
～
24
時
間
未
満

24
時
間
以
上
～
26
時
間
未
満

26
時
間
以
上
～
28
時
間
未
満

28
時
間
以
上
～
30
時
間
未
満

30
時
間
以
上
～
32
時
間
未
満

32
時
間
以
上
～
34
時
間
未
満

34
時
間
以
上
～
36
時
間
未
満

36
時
間
以
上
～
38
時
間
未
満

38
時
間
以
上
～
40
時
間
未
満

40
時
間
以
上
～
42
時
間
未
満

42
時
間
超

% % % % % % % % % % % % % % %

8.4 3.2 4.3 11.8 4.0 15.7 3.8 3.0 15.4 3.6 11.1 7.1 4.3 3.1 1.1 

8.3 3.3 4.2 11.0 3.8 13.6 4.1 3.3 14.8 3.3 11.5 5.8 2.7 9.7 0.6 

7.1 2.0 3.6 9.1 6.4 14.7 3.3 3.3 16.0 1.8 14.0 6.0 3.3 9.1 0.2 

30 人 ～ 99 人 9.8 4.3 4.0 12.2 2.9 12.6 4.0 3.3 15.0 4.3 9.1 4.3 2.3 10.5 1.1 

100 人 ～ 499 人 8.0 2.3 4.8 10.3 4.3 13.8 4.3 4.5 14.3 3.3 13.5 5.3 2.8 9.0 - 

500 人 ～ 999 人 6.0 2.6 6.0 9.5 5.2 10.3 4.3 1.7 15.5 2.6 10.3 13.8 4.3 7.8 - 

1000 人 以 上 6.1 2.4 2.8 9.7 4.9 17.8 4.0 2.4 14.6 0.8 15.0 6.5 2.8 9.7 0.4 

建 設 業 12.9 - - 6.5 3.2 9.7 - 6.5 22.6 3.2 9.7 9.7 3.2 6.5 6.5 

製 造 業 3.8 2.1 1.7 6.9 2.8 9.7 5.9 4.2 18.4 5.2 15.6 6.6 3.8 13.2 - 

情 報 通 信 業 14.8 3.7 - 3.7 - 3.7 11.1 7.4 3.7 7.4 11.1 3.7 14.8 14.8 - 

運 輸 業 10.7 0.9 5.4 15.2 0.9 14.3 0.9 3.6 18.8 - 11.6 2.7 3.6 9.8 1.8 

卸 売 ・ 小 売 業 7.2 2.1 4.5 12.0 4.8 21.0 4.5 1.4 13.4 2.4 12.4 5.2 2.1 6.9 0.3 

金 融 ・ 保 険 業 - 5.4 - 5.4 13.5 13.5 - 2.7 21.6 2.7 24.3 5.4 2.7 2.7 - 

不 動 産 業 - - 9.1 - - 27.3 9.1 - 18.2 - 9.1 9.1 - 18.2 - 

飲 食 店 , 宿 泊 業 9.1 13.6 7.6 16.7 6.1 7.6 - 1.5 13.6 - 1.5 1.5 1.5 19.7 - 

医 療 , 福 祉 8.9 6.3 4.8 13.7 4.4 14.1 3.7 3.0 12.2 5.2 7.4 6.3 1.5 8.5 - 

教育,学習支援業 27.2 1.2 7.4 6.2 1.2 13.6 2.5 4.9 9.9 4.9 12.3 4.9 1.2 2.5 - 

複合サービス事業 7.1 - - 7.1 - 21.4 - - 35.7 - 21.4 - - 7.1 - 

サ ー ビ ス 業 6.7 1.7 5.6 13.3 4.4 10.0 6.1 5.0 12.2 1.1 10.0 8.3 2.8 11.1 1.7 

（嘱託社員）

平均週
所定労
働時間

時間：分

37:08

37:07

37:10

30 人 ～ 99 人 36:36

100 人 ～ 499 人 37:12

500 人 ～ 999 人 37:42

1000 人 以 上 37:38

建 設 業 38:18

製 造 業 37:37

情 報 通 信 業 35:48

運 輸 業 38:20

卸 売 ・ 小 売 業 37:15

金 融 ・ 保 険 業 36:40

不 動 産 業 38:16

飲 食 店 , 宿 泊 業 38:30

医 療 , 福 祉 35:01

教育,学習支援業 36:23

複合サービス事業 33:48

サ ー ビ ス 業 36:50

23:53

28:57

28:10

- 

- 

4.2 

- 

- 

2.5 

29:20

平均週
所定労
働時間

時間：分

28:00

27:43

27:18

27:07

28:15

27:13

27:46

28:45

28:29

29:10

- 

- 

- 

1.1 

0.3 

- 

- 

- 

%

0.7 

0.5 

0.2 

- 

- 

0.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

%

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.8 

- 

- 

0.9 

1.5 

%

0.3 

0.6 

0.2 

1.4 

- 

- 

0.5 

4.2 

- 

1.0 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

- 

2.1 

1.1 

- 

- 

- 

0.8 

%

1.7 

0.9 

- 

2.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.4 

- 

- 

0.4 

19.5 

%

0.6 

0.3 

- 

0.5 

- 

- 

0.5 

- 

- 

25.0 

10.0 

- 

15.2 

22.8 

10.5 

25.0 

26.5 

22.9 

30.0 

25.8 

30.0 

40.0 

19.5 

%

25.3 

22.6 

24.4 

16.8 

27.6 

20.0 

44.7 

33.3 

14.3 

27.0 

11.4 

19.4 

15.2 

24.1 

%

19.9 

20.1 

21.4 

15.2 

20.7 

27.4 

24.5 

12.5 

36時間
以上～
38時間
未満

38時間
以上～
40時間
未満

40時間
超～42
時間
未満

42時間
以上～
44時間
未満

40時間

44時間
以上～
46時間
未満

46時間
以上～
48時間
未満

48時間
以上

30:05

25:34

26:20

30:22

30:04

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

産
業
分
類

区　　　　分

全 体

平 成 20 年

平 成 21 年

平 成 21 年

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

産
業
分
類

区　　　　分

全 体

平 成 20 年

36時間
未満

%

17.3 

18.5 

18.8 

23.3 

18.0 

14.7 

12.5 

10.4 

13.3 

29.0 

12.7 

18.8 

26.3 

8.3 

14.3 

26.0 

25.0 

60.0 

22.6 

%

34.3 

36.5 

35.0 

39.3 

33.4 

37.9 

35.5 

43.8 

43.0 

25.8 

51.9 

32.6 

18.4 

33.3 

71.4 

21.0 

35.0 

- 

36.1 
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（契約社員）

平均週
所定労
働時間

時間：分

37:41

37:25

37:51

30 人 ～ 99 人 36:27

100 人 ～ 499 人 37:31

500 人 ～ 999 人 38:20

1000 人 以 上 38:08

建 設 業 39:23

製 造 業 37:56

情 報 通 信 業 38:48

運 輸 業 39:02

卸 売 ・ 小 売 業 38:24

金 融 ・ 保 険 業 37:45

不 動 産 業 38:50

飲 食 店 , 宿 泊 業 39:29

医 療 , 福 祉 33:13

教育,学習支援業 34:16

複合サービス事業 40:00

サ ー ビ ス 業 38:07

（出向社員）

平均週
所定労
働時間

時間：分

38:29

38:27

38:39

30 人 ～ 99 人 38:23

100 人 ～ 499 人 38:20

500 人 ～ 999 人 38:29

1000 人 以 上 38:43

建 設 業 38:54

製 造 業 38:38

情 報 通 信 業 38:26

運 輸 業 39:43

卸 売 ・ 小 売 業 38:28

金 融 ・ 保 険 業 37:29

不 動 産 業 38:41

飲 食 店 , 宿 泊 業 39:45

医 療 , 福 祉 37:20

教育,学習支援業 36:43

複合サービス事業 36:15

サ ー ビ ス 業 38:21

- 

- 

- 

- 

- 

3.1 

1.3 

- 

- 

1.1 

5.9 

- 

2.1 

0.6 

1.6 

0.4 

- 

48時間
以上

%

1.0 

0.9 

- 

- 

- 

0.9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.9 

46時間
以上～
48時間
未満

%

- 

0.1 

- 

- 

0.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.6 

- 

- 

1.1 

2.9 

1.6 

- 

0.3 

0.8 

0.4 

- 

44時間
以上～
46時間
未満

%

0.7 

0.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.8 

- 

- 

0.9 

42時間
以上～
44時間
未満

%

0.9 

0.1 

- 

0.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.3 

5.6 

- 

1.1 

2.9 

- 

- 

0.9 

1.2 

- 

- 

40時間
超～42
時間
未満

%

0.6 

0.7 

15.2 

13.4 

- 

22.1 

22.8 

11.1 

13.3 

12.5 

14.7 

31.0 

20.8 

23.4 

16.8 

38時間
以上～
40時間
未満

%

21.6 

21.2 

25.7 

15.2 

24.3 

20.2 

25.7 

12.5 

18.5 

20.9 

- 

7.8 

24.1 

38.9 

33.3 

19.7 

17.6 

15.5 

25.0 

18.1 

14.3 

20.5 

28.1 

36時間
以上～
38時間
未満

%

18.3 

19.2 

- 

- 

- 

- 

1.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.5 

- 

48時間
以上

%

0.8 

1.0 

1.0 

1.6 

0.7 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

46時間
以上～
48時間
未満

%

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

44時間
以上～
46時間
未満

%

0.8 

0.2 

0.5 

- 

- 

- 

1.0 

- 

4.0 

- 

- 

7.5 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

42時間
以上～
44時間
未満

%

1.1 

1.0 

1.0 

1.6 

- 

2.3 

- 

- 

- 

- 

25.3 

0.8 

0.5 

0.5 

0.8 

- 

- 

1.0 

- 

- 

20.0 

44.0 

21.4 

- 

17.5 

29.7 

18.8 

42.9 

29.2 

30.8 

37.4 

23.1 

50.0 

33.3 

38時間
以上～
40時間
未満

%

29.2 

29.1 

30.9 

22.1 

34.7 

30.2 

28.6 

- 

16.0 

42.9 

30.8 

15.0 

27.5 

37.5 

25.6 

22.9 

15.4 

18.7 

36時間
以上～
38時間
未満

%

25.5 

25.2 

23.5 

23.0 

28.5 

40時間
超～42
時間
未満

%

- 

- 

1.1 

6.3 
産
業
分
類

平 成 20 年

平 成 21 年

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

企
業
規
模

産
業
分
類

区　　　　分

全 体

全 体

平 成 20 年

平 成 21 年

（ 労 組 あ り ）

区　　　　分
36時間
未満

%

14.5 

14.4 

13.2 

21.7 

13.0 

11.2 

8.2 

8.8 

8.5 

8.3 

7.8 

10.8 

16.7 

- 

- 

29.3 

32.8 

- 

15.0 

36時間
未満

%

8.0 

8.6 

8.8 

11.5 

8.3 

9.3 

5.2 

7.7 

5.5 

7.7 

10.0 

6.6 

25.0 

- 

- 

16.0 

14.3 

50.0 

8.0 

40時間

%

42.6 

42.6 

41.2 

44.7 

41.0 

40.4 

43.2 

47.1 

42.6 

43.8 

57.8 

39.2 

27.8 

53.3 

37.0 

75.0 

32.8 

100.0 

43.4 

40時間

%

34.0 

34.3 

33.8 

39.3 

27.8 

32.6 

38.5 

46.2 

38.5 

38.5 

42.5 

33.0 

12.5 

28.6 

80.0 

20.0 

21.4 

- 

33.3 
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（派遣労働者）

平均週
所定労
働時間

時間：分

36:37

36:10

36:09

30 人 ～ 99 人 34:54

100 人 ～ 499 人 36:30

500 人 ～ 999 人 36:41

1000 人 以 上 36:52

建 設 業 37:58

製 造 業 37:42

情 報 通 信 業 36:57

運 輸 業 35:51

卸 売 ・ 小 売 業 36:20

金 融 ・ 保 険 業 36:28

不 動 産 業 36:03

飲 食 店 , 宿 泊 業 25:00

医 療 , 福 祉 32:11

教育,学習支援業 34:17

複合サービス事業 36:06

サ ー ビ ス 業 36:15

（その他：臨時・日雇労働者等）

16
時
間
未
満

16
時
間
以
上
～
18
時
間
未
満

18
時
間
以
上
～
20
時
間
未
満

20
時
間
以
上
～
22
時
間
未
満

22
時
間
以
上
～
24
時
間
未
満

24
時
間
以
上
～
26
時
間
未
満

26
時
間
以
上
～
28
時
間
未
満

28
時
間
以
上
～
30
時
間
未
満

30
時
間
以
上
～
32
時
間
未
満

32
時
間
以
上
～
34
時
間
未
満

34
時
間
以
上
～
36
時
間
未
満

36
時
間
以
上
～
38
時
間
未
満

38
時
間
以
上
～
40
時
間
未
満

40
時
間
以
上
～
42
時
間
未
満

42
時
間
超

% % % % % % % % % % % % % % %

51.5 - 9.9 - 12.4 23.2 - 1.3 0.4 - - - - 1.3 - 

19.4 6.0 2.3 2.8 1.4 5.6 0.5 0.5 4.6 - 6.0 8.3 12.5 28.7 1.4 

11.3 8.8 - 1.3 2.5 5.0 - - 3.8 - 5.0 8.8 18.8 35.0 - 

30 人 ～ 99 人 22.0 6.1 3.7 3.7 1.2 4.9 - 1.2 6.1 - 7.3 7.3 7.3 25.6 3.7 

100 人 ～ 499 人 19.7 2.6 1.3 3.9 2.6 7.9 1.3 - 5.3 - 2.6 7.9 11.8 32.9 - 

500 人 ～ 999 人 25.0 - - - - 5.0 - - 5.0 - 5.0 5.0 25.0 30.0 - 

1000 人 以 上 10.5 15.8 2.6 - - 2.6 - - - - 10.5 13.2 18.4 26.3 - 

建 設 業 - - - - - 8.3 - - - - 8.3 8.3 8.3 58.3 8.3 

製 造 業 6.7 2.2 4.4 2.2 2.2 2.2 - - 11.1 - - 6.7 28.9 31.1 2.2 

情 報 通 信 業 8.3 - - - - - 8.3 - - - 16.7 33.3 - 33.3 - 

運 輸 業 12.5 - - 6.3 - 6.3 - - - - 6.3 6.3 18.8 43.8 - 

卸 売 ・ 小 売 業 16.2 16.2 2.7 - - 8.1 - 2.7 - - 10.8 2.7 16.2 24.3 - 

金 融 ・ 保 険 業 - - - - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 - 

不 動 産 業 - - - - - - - - - - - - 50.0 50.0 - 

飲 食 店 , 宿 泊 業 - 33.3 33.3 33.3 - - - - - - - - - - - 

医 療 , 福 祉 45.5 3.0 3.0 6.1 - 12.1 - - - - 6.1 6.1 3.0 15.2 - 

教育,学習支援業 40.0 13.3 - 6.7 6.7 6.7 - - 6.7 - 6.7 - - 13.3 - 

複合サービス事業 - - - - - - - - - - - - - 100.0 - 

サ ー ビ ス 業 25.0 5.6 - - 2.8 2.8 - - 11.1 - 5.6 13.9 2.8 27.8 2.8 

平均週
所定労
働時間

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.6 

- 

0.6 

- 

%

0.4 

0.4 

0.6 

0.5 

- 

- 

1.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

%

0.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.6 

- 

- 

- 

3.1 

- 

- 

- 

0.6 

- 

- 

0.6 

- 

- 

0.5 

4.0 

0.5 

0.6 

0.3 

1.5 

3.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.4 

- 

0.5 

- 

0.6 

0.3 

0.6 

- 

48時間
以上

% % %

40時間
超～42
時間
未満

42時間
以上～
44時間
未満

44時間
以上～
46時間
未満

46時間
以上～
48時間
未満

19.4 

- 

15.1 

12.1 

- 

20.0 

26.1 

9.4 

20.0 

28.0 

28.0 

31.5 

28.2 

75.0 

19.4 

38時間
以上～
40時間
未満

%

24.0 

23.4 

27.3 

16.1 

25.7 

24.7 

10.0 

- 

17.8 

21.2 

23.1 

16.0 

27.3 

12.5 

27.0 

19.0 

28.0 

16.6 

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

産
業
分
類

36時間
以上～
38時間
未満

%

19.2 

20.5 

19.8 

18.0 

21.2 

区　　　　分

全 体

平 成 20 年

平 成 21 年

平 成 21 年

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

産
業
分
類

区　　　　分

全 体

平 成 20 年

36時間
未満

%

24.4 

25.2 

27.6 

30.2 

22.1 

24.7 

23.8 

8.0 

13.8 

17.9 

23.5 

66.7 

42.5 

36.4 

25.0 

28.0 

25.5 

56.3 

30.0 

40時間

%

30.1 

29.6 

23.7 

33.7 

30.5 

23.6 

27.0 

32.0 

37.6 

28.2 

36.0 

19.9 

15.6 

40.0 

33.3 

24.7 

27.3 

- 

36.7 

時間：分

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

29:09

29:13

31:59

28:13

29:08

30:36

30:48

38:31

33:54

34:42

33:26

28:40

40:00

28:32

39:10

39:15

18:00

18:16

20:35
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（３）　年間所定労働時間

（正社員）

1600
時間
未満

1600
時間
以上
～

1700
時間
未満

1700
時間
以上
～

1800
時間
未満

1800
時間
以上
～

1900
時間
未満

1900
時間
以上
～

2000
時間
未満

2000
時間
以上
～

2100
時間
未満

2100
時間
以上
～

2200
時間
未満

2200
時間
以上
～

2300
時間
未満

2300
時間
以上
～

2400
時間
未満

2400
時間
以上
～

2500
時間
未満

2500
時間
以上
～

平均年間
所定労働

時間

% % % % % % % % % % % 時間：分

0.2 2.3 6.1 22.9 29.8 30.6 3.9 1.9 1.0 0.5 0.7 1963:23

0.4 1.8 7.9 22.7 28.6 29.3 3.6 1.7 1.6 0.8 1.6 1971:54

0.1 2.2 11.0 29.7 31.9 20.3 1.7 0.7 0.6 0.1 1.7 1937:57

30 人 ～ 99 人 0.6 1.5 6.6 14.7 26.6 36.2 4.6 3.2 2.7 1.0 2.3 2008:10

100 人 ～ 499 人 0.3 2.4 8.7 28.8 28.3 25.6 2.7 0.5 0.9 1.0 0.9 1947:00

500 人 ～ 999 人 - 1.7 10.9 28.7 34.5 19.0 4.6 - - - 0.6 1923:38

1000 人 以 上 - 1.9 8.7 29.9 31.3 22.8 2.2 0.5 1.0 0.2 1.5 1943:21

建 設 業 1.1 1.1 4.4 23.3 28.9 28.9 2.2 2.2 5.6 1.1 1.1 1982:55

製 造 業 0.2 0.5 2.7 19.8 32.8 41.0 1.7 0.7 0.5 - 0.2 1974:18

情 報 通 信 業 - 4.3 7.4 46.8 34.0 6.4 - - - - 1.1 1892:05

運 輸 業 - 1.1 7.0 9.7 27.6 31.9 8.6 3.8 3.2 1.1 5.9 2070:25

卸 売 ・ 小 売 業 0.2 1.5 9.5 26.0 25.1 28.4 3.9 1.5 0.6 0.9 2.4 1968:12

金 融 ・ 保 険 業 - 7.4 23.5 38.2 19.1 7.4 1.5 - - 1.5 1.5 1871:05

不 動 産 業 3.7 - 7.4 33.3 33.3 14.8 3.7 3.7 - - - 1916:35

飲 食 店 , 宿 泊 業 - - - 6.0 20.9 40.3 14.9 3.0 7.5 3.0 4.5 2113:22

医 療 , 福 祉 - 1.6 7.8 18.2 27.6 36.7 1.6 1.9 2.6 0.6 1.3 1983:51

教育,学習支援業 - 3.8 13.3 26.7 24.8 18.1 5.7 2.9 2.9 1.9 - 1941:20

複合サービス事業 - - 17.6 11.8 58.8 - 11.8 - - - - 1921:24

サ ー ビ ス 業 1.4 3.1 10.5 24.8 31.3 21.8 3.1 1.7 1.0 1.0 0.3 1931:58

図２－３　正社員の年間所定労働時間

区　　　　分

全 体

企
業
規
模

産
業
分
類

　年間所定労働時間についてみると、「正社員」は1971時間54分となっており、「パートタイム労働者」は1484時間
29分となっている。「正社員」の年間所定労働時間の内訳をみると、「2000時間以上～2100時間未満」の割合が
29.3%と最も高く、「1900時間以上～2000時間未満」28.6%、「1800時間以上～1900時間未満」22.7%の順となってい
る。
　企業規模別にみると、「正社員」では、「30人～99人」が2008時間10分と最も長く、最も短い「500人～999人」の
1923時間38分との差は84時間32分となっている。また、「パートタイム労働者」では「1000人以上」が1528時間40分
と最も長く、最も短い「30人～99人」の1462時間24分との差は66時間16分となっている。
　産業分類別にみると、「正社員」では、「飲食店,宿泊業」が2113時間22分と最も長く、次いで「運輸業」2070時間
25分、「医療,福祉」1983時間51分の順となっている。また、「パートタイム労働者」では、「建設業」が1605時間20分
と最も長く、次いで「情報通信業」1598時間00分、「製造業」1563時間08分の順となっている。

平 成 21 年

平 成 20 年

（ 労 組 あ り ）

表２－３　年間所定労働時間

1800時間未満
10.1%

1800時間以上～
2000時間未満

51.3%

2000時間以上～
2200時間未満

32.9%

2200時間以上
5.7%
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（パートタイム労働者）

800時
間未満

800時
間以
上～
1000
時間
未満

1000
時間
以上
～

1100
時間
未満

1100
時間
以上
～

1200
時間
未満

1200
時間
以上
～

1300
時間
未満

1300
時間
以上
～

1400
時間
未満

1400
時間
以上
～

1500
時間
未満

1500
時間
以上
～

1600
時間
未満

1600
時間
以上
～

1700
時間
未満

1700
時間
以上
～

1900
時間
未満

1900
時間
以上
～

平均年間
所定労働

時間

% % % % % % % % % % % 時間：分

8.2 8.6 7.8 5.2 9.0 8.4 9.1 8.6 5.6 15.7 13.9 1413:03

6.2 8.3 7.1 5.5 8.9 6.5 11.6 6.9 6.2 15.7 17.2 1484:29

4.6 6.6 7.3 5.1 8.6 9.5 11.7 6.2 8.0 18.4 13.9 1487:23

30 人 ～ 99 人 8.6 9.4 5.8 6.1 9.2 5.7 10.1 7.7 5.4 13.0 19.0 1462:24

100 人 ～ 499 人 5.4 9.4 5.9 5.4 9.2 6.4 13.4 7.7 6.2 15.6 15.3 1481:03

500 人 ～ 999 人 2.6 4.3 12.1 2.6 10.3 4.3 12.9 6.9 8.6 19.8 15.5 1525:22

1000 人 以 上 2.8 5.6 10.0 5.2 6.8 10.0 12.0 3.6 7.2 20.8 16.0 1528:40

建 設 業 12.5 3.1 6.3 3.1 3.1 6.3 12.5 - 3.1 15.6 34.4 1605:20

製 造 業 2.4 3.4 4.8 3.8 8.2 4.8 15.1 12.3 7.5 19.9 17.8 1563:08

情 報 通 信 業 11.1 3.7 - 3.7 - 11.1 3.7 11.1 11.1 22.2 22.2 1598:00

運 輸 業 6.3 14.3 8.9 3.6 8.9 4.5 13.4 3.6 6.3 16.1 14.3 1421:59

卸 売 ・ 小 売 業 5.8 6.4 8.5 5.4 13.6 11.2 9.2 6.1 7.1 12.5 14.2 1437:30

金 融 ・ 保 険 業 - 2.6 5.1 10.3 10.3 2.6 12.8 7.7 10.3 33.3 5.1 1547:33

不 動 産 業 - 9.1 9.1 - 27.3 - 27.3 - - 18.2 9.1 1430:00

飲 食 店 , 宿 泊 業 9.1 18.2 9.1 4.5 7.6 6.1 9.1 4.5 - 7.6 24.2 1453:49

医 療 , 福 祉 8.1 12.5 5.9 8.5 6.6 6.3 8.5 6.3 3.7 12.5 21.3 1485:20

教育,学習支援業 19.3 8.4 15.7 4.8 3.6 6.0 9.6 1.2 7.2 15.7 8.4 1285:15

複合サービス事業 - 7.1 - 14.3 7.1 - 35.7 7.1 - 21.4 7.1 1463:04

サ ー ビ ス 業 3.4 8.4 6.7 5.0 9.5 5.0 13.4 6.7 7.8 16.2 17.9 1527:40

（ 労 組 あ り ）

区　　　　分

企
業
規
模

産
業
分
類

平 成 21 年

全 体

平 成 20 年
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（４）　年間超過実労働時間

残業無し
50時間
未満

50時間以
上～100
時間未満

100時間
以上～
200時間
未満

200時間
以上～
300時間
未満

300時間
以上～
400時間
未満

400時間
以上～
500時間
未満

500時間
以上

平均年間
超過実労
働時間

% % % % % % % % 時間：分

28.9 19.3 9.5 13.4 10.5 7.4 4.3 6.6 147:23

27.2   20.5   9.6    14.2   10.9   7.6    4.0    6.0    145:47

21.8   19.2   9.5    15.3   12.8   9.5    5.2    6.8    168:14

30 人 ～ 99 人 34.5   19.5   9.0    12.6   9.3    6.6    3.2    5.4    127:48

100 人 ～ 499 人 28.7   22.8   10.1   12.9   9.6    6.7    3.5    5.7    135:42

500 人 ～ 999 人 23.3   20.1   11.2   16.5   11.0   7.7    5.1    5.2    152:33

1000 人 以 上 18.4   18.8   9.2    16.7   14.5   9.8    5.3    7.4    176:24

建 設 業 22.6   10.5   6.9    11.0   13.8   14.5   7.9    12.8   243:25

製 造 業 22.1   18.5   9.3    17.4   13.9   9.6    4.5    4.7    154:07

情 報 通 信 業 11.0   10.7   7.5    16.9   16.3   13.3   11.1   13.2   250:50

運 輸 業 16.2   12.2   8.2    13.6   11.7   10.2   8.9    19.0   269:05

卸 売 ・ 小 売 業 28.2   22.4   11.0   15.4   12.2   6.4    2.2    2.3    112:24

金 融 ・ 保 険 業 18.2   18.2   10.9   20.2   12.3   9.3    4.6    6.2    170:11

不 動 産 業 26.5   18.5   7.9    14.8   10.1   8.5    4.2    9.5    158:36

飲 食 店 , 宿 泊 業 42.9   16.7   6.7    10.7   6.9    6.9    3.6    5.6    115:47

医 療 , 福 祉 35.3   35.3   11.7   9.3    4.1    2.3    0.6    1.3    61:12

教育,学習支援業 60.0   14.6   6.9    7.1    4.0    4.6    1.8    0.8    68:04

複合サービス事業 22.4   33.6   19.8   15.5   6.0    1.7    0.9    -      68:08

サ ー ビ ス 業 26.9   17.6   8.9    14.8   11.8   7.6    4.2    8.2    167:31

平 成 20 年

　「正社員」と「パートタイム労働者」を合わせた常用労働者の年間超過実労働時間（平均）は145時間47分と、
前年の147時間23分に比べ、1時間36分短くなっている。
　これを企業規模別にみると、「1000人以上」が176時間24分と最も長く、次いで「500人～999人」が152時間33
分、「100人～499人」が135時間42分、「30人～99人」が127時間48分となっており、企業規模が大きくなるほど
超過実労働時間が長くなっている。
　産業分類別にみると、「運輸業」が269時間05分と最も長く、次いで「情報通信業」の250時間50分、「建設業」
の243時間25分と続き、「医療，福祉」が61時間12分と最も短くなっている。

（ 労 組 あ り ）

表２－４　年間超過実労働時間

区　　　　分

全 体

平 成 21 年

企
業
規
模

産
業
分
類

図２－４　産業分類別年間超過実労働時間

145:47

243:25
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残業無し
50時間
未満

50時間以
上～100
時間未満

100時間
以上～
200時間
未満

200時間
以上～
300時間
未満

300時間
以上～
400時間
未満

400時間
以上～
500時間
未満

500時間
以上

平均年間
超過実労
働時間

% % % % % % % % 時間：分

28.9 19.3 9.5 13.4 10.5 7.4 4.3 6.6 147:23

27.2 20.5 9.6 14.2 10.9 7.6 4.0 6.0 145:47

21.8 19.2 9.5 15.3 12.8 9.5 5.2 6.8 168:14

19.3 18.5 10.4 16.7 13.5 9.5 5.0 7.2 174:47

54.8 27.5 6.8 5.5 2.0 1.0 0.8 1.6 43:22

【お知らせ】

労働基準法が改正され、平成22年４月１日から時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

【現在】 【改正後】

「時間外労働」 「１時間の時間外労働」

割増賃金　25％ 　～45時間 　割増賃金　25％

　45時間超 ◎労使で時間短縮・割増賃金率を引上げ（努力義務）

　60時間超 ◎割増賃金　50％（法的措置）（注）

（注）①　中小企業については、当分の間、猶予措置を講じることとされています。

　　　②　事業場で労使協定を締結すれば、引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与
　　　　することができます。

区　　　　分

正 社 員

パートタイム労働者

平 成 21 年

全 体

平 成 20 年

（ 労 組 あ り ）

表２－５　就業形態別年間超過実労働時間
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（５）　年間総実労働時間

(正社員)

年間所定内
労働時間

年間超過
実労働時間

件 時間：分 日 日 時間：分 時間：分 時間：分
2,219 7:44 111.2 8.52 1896:49 183:05 2079:54

2,132 7:44 110.7 8.70 1899:11 174:47 2073:58

720 7:44 115.2 9.37 1858:59 201:15 2060:14

30 人 ～ 99 人 959 7:45 106.5 6.96 1949:33 152:35 2102:08

100 人 ～ 499 人 587 7:41 112.2 8.89 1874:11 161:40 2035:51

500 人 ～ 999 人 174 7:41 115.4 8.93 1849:22 184:02 2033:24

1000 人 以 上 412 7:47 116.5 9.41 1860:39 212:54 2073:33

建 設 業 90 7:46 111.4 6.47 1919:14 252:40 2171:54

製 造 業 415 7:49 112.9 9.51 1896:20 179:34 2075:54

情 報 通 信 業 94 7:43 121.6 9.75 1802:41 275:43 2078:24

運 輸 業 185 7:53 103.6 9.68 1984:43 306:20 2291:03

卸 売 ・ 小 売 業 462 7:43 111.2 6.71 1906:56 136:23 2043:19

金 融 ・ 保 険 業 68 7:33 119.2 9.28 1785:24 204:48 1990:12

不 動 産 業 27 7:35 111.4 8.65 1857:42 185:50 2043:32

飲 食 店 , 宿 泊 業 67 7:54 98.9 4.43 2066:51 191:25 2258:16

医 療 , 福 祉 308 7:38 106.4 9.51 1901:33 72:44 1974:17

教育,学習支援業 105 7:37 110.3 7.47 1883:18 87:01 1970:19

複合サービス事業 17 7:48 118.9 12.20 1824:34 67:15 1891:49

サ ー ビ ス 業 294 7:39 112.6 9.40 1859:11 197:31 2056:42

（パートタイム労働者）

年間所定内
労働時間

年間超過実
労働時間

件 時間：分 日 日 時間：分 時間：分 時間：分
1,534 5:57 127.5 7.72 1367:11 36:12 1403:23

1,422 5:53 123.3 7.45 1378:03 43:22 1421:25

452 5:59 123.4 9.59 1388:24 41:06 1429:30

30 人 ～ 99 人 652 5:48 123.6 5.78 1366:34 34:01 1400:35

100 人 ～ 499 人 404 5:53 123.0 7.05 1382:15 50:23 1432:38

500 人 ～ 999 人 116 6:07 125.8 9.15 1406:58 44:32 1451:30

1000 人 以 上 250 6:01 122.0 7.93 1414:22 43:50 1458:12

建 設 業 32 6:20 133.1 3.18 1448:33 54:08 1502:41

製 造 業 292 6:17 118.0 10.18 1487:55 39:30 1527:25

情 報 通 信 業 27 6:43 131.2 7.64 1519:03 37:23 1556:26

運 輸 業 112 5:42 118.3 6.88 1367:08 91:51 1458:59

卸 売 ・ 小 売 業 295 5:34 116.1 7.98 1340:50 36:23 1377:13

金 融 ・ 保 険 業 39 6:25 131.3 12.90 1416:53 30:20 1447:13

不 動 産 業 11 6:08 141.5 7.34 1325:45 29:49 1355:34

飲 食 店 , 宿 泊 業 66 5:23 123.1 2.49 1288:46 33:09 1321:55

医 療 , 福 祉 272 5:49 127.5 5.98 1346:43 33:31 1380:14

教育,学習支援業 83 5:08 140.8 3.80 1131:07 19:15 1150:22

複合サービス事業 14 6:05 126.1 11.34 1384:30 71:35 1456:05

サ ー ビ ス 業 179 6:10 128.3 7.40 1414:05 68:43 1482:48

１日の所定
労働時間

平 成 20 年

平 成 21 年

産
業
分
類

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

有給休暇
取得日数

表２－６　年間総実労働時間

年間総実労
働時間

全 体

集　　計
事業所数

１日の所定
労働時間

区　　　　　　分
年間休日
日　　数

有給休暇
取得日数

年間総実労
働時間

産
業
分
類

　年間総実労働時間は、「正社員」が2073時間58分となっており、「パートタイム労働者は」1421時間25分となっ
ている。
　企業規模別にみると、「正社員」では、「30人～99人」が2102時間08分と最も長く、最も短い「500人～999人」
2033時間24分との差は68時間44分となっている。また、「パートタイム労働者」では、「1000人以上」が1458時間
12分と最も長く、最も短い「30人～99人」の1400時間35分との差は57時間37分となっている。
　産業分類別にみると、「正社員」では、「運輸業」が2291時間03分と最も長く、最も短い「複合サービス事業」の
1891時間49分との差は399時間14分となっている。また、「パートタイム労働者」では、「情報通信業」が1556時間
26分と最も長く、最も短い「教育,学習支援業」の1150時間22分との差は406時間04分となっている。

企
業
規
模

平 成 20 年

平 成 21 年

区　　　　　　分
集　　計
事業所数

（ 労 組 あ り ）

全 体

年間休日
日　　数
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図２－５　産業分類別年間総実労働時間

図２－５　産業分類別年間実労働時間（正社員）
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（６）　変形労働時間

集計事業所数 ある ない

件 % %

2,249 54.7 45.3

2,155 55.3 44.7

730 59.0 41.0

30 人 ～ 99 人 970 49.7 50.3

100 人 ～ 499 人 592 56.1 43.9

500 人 ～ 999 人 178 56.7 43.3

1000 人 以 上 415 66.5 33.5

建 設 業 90 38.9 61.1

製 造 業 417 58.8 41.2

情 報 通 信 業 94 47.9 52.1

運 輸 業 187 64.7 35.3

卸 売 ・ 小 売 業 468 52.8 47.2

金 融 ・ 保 険 業 68 38.2 61.8

不 動 産 業 29 37.9 62.1

飲 食 店 , 宿 泊 業 68 72.1 27.9

医 療 , 福 祉 312 65.4 34.6

教育,学習支援業 107 57.0 43.0

複合サービス事業 17 47.1 52.9

サ ー ビ ス 業 298 46.6 53.4

複数回答有

集計事業所数
ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ
労働者

契約社員 出向社員 派遣社員 その他

件 % % % % %

1,231 54.3 53.3 18.3 21.3 8.8

1,191 48.9 49.8 17.3 16.1 12.8

431 33.6 60.9 24.7 17.3 13.3

　変形労働時間の導入について、「ある」とした事業は55.3%、「ない」は44.7%となっている。「ある」とした事業所
についてみると、企業規模別では、「1000人以上」が66.5%と最も高く、次いで「500人～999人」56.7%、「100人～
499人」56.1%、「30人～99人」49.7%となっており、企業規模が大きくなるほど導入率が高くなっている。
　産業分類別では、「飲食店,宿泊業」が72.1%と最も高く、次いで「医療,福祉」65.4%、「運輸業」64.7%の順に導
入率が高くなっている。
　「正社員」以外の導入状況では、「契約社員」が49.8%と最も高く、次いで「パートタイム労働者」48.9%の順となっ
ている。

表２－７　変形労働時間導入状況

全体

平成20年

平成21年

（労組あり）

（労組あり）

企
業
規
模

産
業
分
類

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

全体

平成20年

平成21年

表２－８　正社員以外の導入状況
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（７）　労働時間等の課題について労使が話合う機会の有無

集計事業所数 ある 設置予定 ない

件 % % %

2,249 47.4 10.8 41.7

2,155 44.2 9.8 45.9

730 75.2 5.1 19.7

30 人 ～ 99 人 971 31.2 10.9 57.9

100 人 ～ 499 人 592 46.6 10.1 43.2

500 人 ～ 999 人 177 58.2 7.3 34.5

1000 人 以 上 415 65.3 8.0 26.7

建 設 業 90 48.9 6.7 44.4

製 造 業 417 43.9 7.9 48.2

情 報 通 信 業 94 56.4 10.6 33.0

運 輸 業 186 50.5 9.1 40.3

卸 売 ・ 小 売 業 468 43.2 10.7 46.2

金 融 ・ 保 険 業 68 77.9 2.9 19.1

不 動 産 業 29 34.5 6.9 58.6

飲 食 店 , 宿 泊 業 69 36.2 17.4 46.4

医 療 , 福 祉 312 34.6 13.1 52.2

教育,学習支援業 107 43.9 10.3 45.8

複合サービス事業 17 70.6 - 29.4

サ ー ビ ス 業 298 40.9 9.4 49.7

表２－９　労使が話合う機会の有無

産
業
分
類

図２－６　労使が話合う機会の有無

　労働時間等をめぐる様々な問題について、労使間が話合う機会が「ある」とした事業所は44.2％で、「ない」
45.9%、「設置予定」9.8%となっている。「ある」とした事業所についてみると、企業規模別では、「1000人以上」が
65.3%と最も高く、次いで「500人～999人」58.2%、「100人～499人」46.6%、「30人～99人」31.2%となっており、企
業規模が大きくなるほど高くなっている。
　産業分類別では、「金融・保険業」が77.9%と最も高く、次いで「複合サービス事業」70.6%、「情報通信業」56.4%
となっている。

平成21年

（労組あり）

企
業
規
模

区　　　　　　分

全体

平成20年

ある
44.2%

設置予定
9.8%

ない
45.9%

- 33 -



（８）　短時間正社員制度

「ある」の適用対象については、複数回答有

育児 介護
自己
啓発

地域
活動

退職
準備

その他

件 % % % % % % % % % 

2,249 49.9 95.4 82.8 3.2 2.1 2.5 8.1 2.8 47.4 

2,154 48.5 96.6 82.9 2.2 1.3 2.0 4.5 3.2 48.4 

730 63.3 97.0 84.0 1.1 1.9 1.5 4.8 1.6 35.1 

30 人 ～ 99 人 969 30.4 96.3 79.7 4.1 2.4 4.4 4.1 4.2 65.3 

100 人 ～ 499 人 592 57.6 96.5 83.9 1.8 0.3 1.2 4.4 3.2 39.2 

500 人 ～ 999 人 178 61.2 93.6 85.3 2.8 0.9 0.9 3.7 2.8 36.0 

1000 人 以 上 415 72.0 98.0 83.9 0.7 1.7 1.0 5.4 0.7 27.2 

建 設 業 89 33.7 96.7 86.7 - - - 6.7 1.1 65.2 

製 造 業 417 46.5 96.4 83.0 1.0 0.5 4.1 2.6 1.0 52.5 

情 報 通 信 業 94 62.8 98.3 88.1 - - 1.7 6.8 5.3 31.9 

運 輸 業 187 32.6 88.5 88.5 1.6 3.3 1.6 4.9 5.3 62.0 

卸 売 ・ 小 売 業 468 53.0 96.4 86.7 1.6 1.2 1.6 5.6 2.6 44.4 

金 融 ・ 保 険 業 68 76.5 100.0 82.7 - 3.8 - 7.7 - 23.5 

不 動 産 業 29 41.4 100.0 75.0 - - - - 3.4 55.2 

飲 食 店 , 宿 泊 業 68 41.2 92.9 78.6 3.6 - - - 5.9 52.9 

医 療 , 福 祉 312 49.0 98.7 85.0 5.9 0.7 3.3 3.3 6.1 44.9 

教育,学習支援業 107 56.1 91.7 66.7 6.7 3.3 1.7 3.3 3.7 40.2 

複合サービス事業 17 47.1 87.5 50.0 - - - 12.5 - 52.9 

サ ー ビ ス 業 298 46.6 99.3 78.4 1.4 2.2 0.7 5.0 2.7 50.7 

　短時間勤務を選択できる制度が「ある」とした事業所は48.5%で、「ない」48.4%、「導入予定」3.2%となっている。
「ある」とした事業所についてみると、企業規模別では、「1000人以上」が72.0%と最も高く、次いで「500人～999
人」61.2%、「100人～499人」57.6%、「30人～99人」30.4%の順となっており、企業規模が大きくなるほど高くなって
いる。また、制度適用では「育児」がいずれの企業規模においても90%を超えており、「介護」も全体で80%を超え
ている。
　産業分類別でみると、「金融・保険業」が76.5%と最も高く、次いで「情報通信業」62.8%、「教育,学習支援業」
56.1%となっている。また、制度が「ない」とした事業所をみると、産業分類別では、「建設業」が65.2%と最も高く、
「運輸業」62.0%、「不動産業」55.2%となっている。

表２－10　短時間正社員制度

区　　　　　　分
集計

事業所数
ある

導入
予定

ない

平 成 21 年

産
業
分
類

（注）短時間正社員制度とは、フルタイム正社員より１週間の所定内労働時間が短い正社員をい
い、フルタイム正社員が短時間・短日勤務を一定期間行う場合や、正社員の所定内労働時間を恒
常的に短くする場合があります。

平 成 20 年

企
業
規
模

全 体

（ 労 組 あ り ）
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図２－７　短時間正社員制度の導入状況
図２－８　短時間正社員制度の適用対象
（短時間正社員制度があるとした事業所について）

導入
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ない
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３　休日休暇制度

（１）　週休制

（正社員）

完全 月３回 隔週 月２回 月１回 その他

% % % % % % % % % % 

4.3 2.4 89.8 60.4 7.7 5.8 5.3 1.9 8.7 3.5

4.9   2.4   88.0  59.2  6.8   6.4   5.7   1.7   8.2   4.7      

3.3   2.3   87.9  67.9  4.4   3.1   2.7   1.3   8.4   6.6      

30 人 ～ 99 人 7.5   3.4   86.0  49.6  7.9   9.8   9.7   2.6   6.5   3.1      

100 人 ～ 499 人 4.0   2.1   90.0  61.5  7.9   5.3   3.2   1.6   10.5  3.9      

500 人 ～ 999 人 1.2   1.8   95.9  74.0  4.1   4.7   3.0   0.6   9.5   1.2      

1000 人 以 上 1.8   1.0   86.4  72.0  3.5   1.0   1.5   0.3   8.1   10.8     

建 設 業 11.5  1.1   83.9  59.8  3.4   5.7   8.0   3.4   3.4   3.4      

製 造 業 2.0   0.2   94.6  54.9  10.8  8.8   7.1   1.0   12.0  3.2      

情 報 通 信 業 1.1   -     96.8  92.5  1.1   1.1   -     -     2.2   2.2      

運 輸 業 8.9   5.6   80.0  38.3  10.6  10.6  7.8   3.3   9.4   5.6      

卸 売 ・ 小 売 業 5.6   1.8   85.3  60.5  7.2   5.0   5.0   0.7   7.0   7.2      

金 融 ・ 保 険 業 1.5   -     97.0  97.0  -     -     -     -     -     1.5      

不 動 産 業 -     3.8   88.5  65.4  -     19.2  3.8   -     -     7.7      

飲 食 店 , 宿 泊 業 9.8   1.6   82.0  39.3  1.6   8.2   9.8   1.6   21.3  6.6      

医 療 , 福 祉 1.7   4.9   86.1  55.2  5.6   5.2   5.9   2.4   11.8  7.3      

教育,学習支援業 7.6   7.6   83.8  52.4  2.9   6.7   10.5  4.8   6.7   1.0      

複合サービス事業 6.3   -     93.8  81.3  6.3   -     -     -     6.3   -        

サ ー ビ ス 業 7.1   2.1   88.3  65.7  6.7   6.0   3.9   2.1   3.9   2.5      

（パートタイム労働者）

完全 月３回 隔週 月２回 月１回 その他

% % % % % % % % % % 

4.3 2.4 75.6 59.5 4.1 3.0 2.6 1.0 5.5 17.7

4.7   1.4   75.6  58.0  3.6   4.6   2.6   0.8   6.1   18.2     

3.3   1.1   79.0  62.7  2.9   3.6   2.0   0.7   7.1   16.5     

30 人 ～ 99 人 5.3   2.0   71.4  51.1  3.7   7.3   4.1   0.7   4.4   21.3     

100 人 ～ 499 人 5.6   1.6   78.8  57.5  5.4   3.8   2.2   1.3   8.6   14.0     

500 人 ～ 999 人 4.4   -     77.0  61.9  1.8   2.7   0.9   1.8   8.0   18.6     

1000 人 以 上 2.0   0.4   80.4  73.2  1.2   0.4   0.4   -     5.2   17.2     

建 設 業 3.3   3.3   70.0  60.0  -     6.7   -     -     3.3   23.3     

製 造 業 1.4   0.3   88.0  54.8  8.2   8.9   6.5   0.3   9.2   10.3     

情 報 通 信 業 3.2   -     90.3  87.1  -     -     -     -     3.2   6.5      

運 輸 業 3.5   0.9   77.4  59.1  4.3   6.1   0.9   -     7.0   18.3     

卸 売 ・ 小 売 業 6.9   1.7   76.4  66.3  2.1   2.1   1.0   0.7   4.2   14.9     

金 融 ・ 保 険 業 -     -     90.7  90.7  -     -     -     -     -     9.3      

不 動 産 業 16.7  -     41.7  41.7  -     -     -     -     -     41.7     

飲 食 店 , 宿 泊 業 4.4   -     51.1  37.8  -     2.2   -     -     11.1  44.4     

医 療 , 福 祉 4.2   2.3   67.4  46.0  3.7   3.3   1.9   1.9   10.7  26.0     

教育,学習支援業 8.1   2.7   68.9  50.0  -     8.1   6.8   4.1   -     20.3     

複合サービス事業 6.7   -     86.7  80.0  -     -     -     -     6.7   6.7      

サ ー ビ ス 業 7.4   2.5   67.3  58.0  2.5   3.7   1.2   0.6   1.2   22.8     

（ 労 組 あ り ）

平 成 21 年

企
業
規
模

産
業
分
類

平 成 20 年

区　　　　　　分
週休１
日制

産
業
分
類

週休２
日制

週休２日制
を超える週

休体制

全 体

週休１
日半制

平 成 20 年

（ 労 組 あ り ）

平 成 21 年

企
業
規
模

　「正社員」では、「週休２日制」に「週休２日制を超える週休体制」を加えた「週休２日制」以上が92.7%と最も高く、
次いで「週休１日制」4.9%、「週休１日半制」2.4%の順となっている。　これを企業規模別にみると、「週休２日制」以
上が、「1000人以上」では97.2%、「500人～999人」97.1%、「100人～499人」93.9%、「30人～99人」89.1%の順となっ
ており、企業規模が大きくなるほど高くなっている。また、産業分類別にみると、「週休２日制」以上が、「情報通信
業」、「金融・保険業」、「製造業」、「不動産業」で95%以上となっている。一方、「教育,学習支援業」が84.8%と最も
低く、次いで「運輸業」85.6%の順になっている。
　「パートタイム労働者」の企業規模別をみると「1000人以上」で「週休２日制」以上が97.6%と最も高く、「500人～
999人」95.6%、「100人～499人」92.8%、「30人～99人」92.7%の順となっており、「正社員」の状況と同様に企業規
模が大きくなるほど高くなっている。これを産業分類別にみると、「週休２日制」以上では、「金融・保険業」が100%
と最も高く、次いで「製造業」98.3%、「情報通信業」96.8%の順となっている。

表３－１　週休制の形態

区　　　　　　分
週休１
日制

週休１
日半制

週休２
日制

週休２日制
を超える週

休体制

全 体

- 35 -



図３－１　産業分類別週休制の形態

（正社員）
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（２）　年間休日日数

集計事業所数 正社員
パートタイム

労働者

件 日 日

2,249 111.2 127.5

2,156 110.7 123.3

730 115.2 123.4

30 人 ～ 99 人 971 106.5 123.6

100 人 ～ 499 人 592 112.2 123.0

500 人 ～ 999 人 178 115.4 125.8

1000 人 以 上 415 116.5 122.0

建 設 業 90 111.4 133.1

製 造 業 417 112.9 118.0

情 報 通 信 業 94 121.6 131.2

運 輸 業 187 103.6 118.3

卸 売 ・ 小 売 業 468 111.2 116.1

金 融 ・ 保 険 業 68 119.2 131.3

不 動 産 業 29 111.4 141.5

飲食店 ,宿泊業 69 98.9 123.1

医 療 , 福 祉 312 106.4 127.5

教育,学習支援業 107 110.3 140.8

複合サービス事業 17 118.9 126.1

サ ー ビ ス 業 298 112.6 128.3

図３－２　企業規模別・就業形態別の年間休日日数

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

平 成 21 年

産
業
分
類

平 成 20 年

　年間休日日数をみると、「正社員」では110.7日となっており、企業規模別では「1000人以上」が116.5
日と最も多く、企業規模が大きくなるほど休日日数が多くなっている。
　産業分類別では、「情報通信業」が121.6日と最も多く、次いで「金融･保険業」119.2日、「複合サービ
ス事業」118.9日の順となっている。
　また、「パートタイム労働者」では、123.3日となっており、産業分類別では「不動産業」141.5日、「教
育,学習支援業」140.8日、「建設業」133.1日の順となっている。

区　　　　　　分

全 体

休日日数

表３－２　年間休日日数
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（３）　年次有給休暇

集計事業所数 付与した労働者数 平均付与日数 平均取得日数 平均取得率

件 人 日 日 %

2,219 143,372 17.53 8.52 48.6

1,975 138,667 17.52 8.70 49.7

673 70,554 18.95 9.37 49.5

30 人 ～ 99 人 889 28,061 15.40 6.96 45.2

100 人 ～ 499 人 552 39,777 16.69 8.89 53.2

500 人 ～ 999 人 163 17,785 17.94 8.93 49.8

1000 人 以 上 371 53,044 19.13 9.41 49.2

建 設 業 85 7,843 17.83 6.47 36.3

製 造 業 387 35,400 18.21 9.51 52.2

情 報 通 信 業 88 10,177 17.20 9.75 56.7

運 輸 業 171 10,402 17.84 9.68 54.3

卸 売 ・ 小 売 業 423 26,420 18.00 6.71 37.3

金 融 ・ 保 険 業 55 6,569 18.01 9.28 51.5

不 動 産 業 24 1,436 17.31 8.65 50.0

飲 食 店 , 宿 泊 業 61 1,757 16.41 4.43 27.0

医 療 , 福 祉 290 20,314 15.52 9.51 61.2

教育,学習支援業 102 3,434 18.65 7.47 40.1

複合サービス事業 17 642 17.79 12.20 68.6

サ ー ビ ス 業 272 14,273 17.29 9.40 54.4

（パートタイム労働者）

集計事業所数 付与した労働者数 平均付与日数 平均取得日数 平均取得率

件 人 日 日 %

1,534 27,110 13.03 7.72 59.3

1,344 29,642 11.79 7.45 63.1

441 11,973 12.75 9.59 75.2

30 人 ～ 99 人 600 5,452 9.96 5.78 58.1

100 人 ～ 499 人 392 8,082 11.17 7.05 63.1

500 人 ～ 999 人 114 3,665 12.76 9.15 71.7

1000 人 以 上 238 12,443 12.71 7.93 62.4

建 設 業 32 95 11.71 3.18 27.2

製 造 業 267 3,187 14.49 10.18 70.2

情 報 通 信 業 26 327 11.24 7.64 68.0

運 輸 業 102 2,027 10.93 6.88 62.9

卸 売 ・ 小 売 業 279 11,690 12.91 7.98 61.8

金 融 ・ 保 険 業 35 770 16.14 12.90 80.0

不 動 産 業 13 218 9.34 7.34 78.6

飲 食 店 , 宿 泊 業 58 1,377 7.81 2.49 31.8

医 療 , 福 祉 270 5,141 9.60 5.98 62.2

教育,学習支援業 82 979 7.66 3.80 49.7

複合サービス事業 14 115 12.54 11.34 90.4

サ ー ビ ス 業 166 3,716 11.31 7.40 65.5

　「正社員」の平均付与日数は17.52日となり、企業規模別では「1000人以上」が19.13日で最も多く、企業規模が
大きくなるほど多くなっている。また、産業分類別にみると、「教育,学習支援業」が18.65日と最も多く、次いで「製
造業」18.21日、「金融･保険業」18.01日となっている。
  「パートタイム労働者」の平均付与日数は11.79日となり、企業規模別では「500人～999人」が12.76日で最も多
く、次いで「1000人以上」12.71日となっている。また、産業分類別でみると、「金融･保険業」が16.14日で最も多く、
次いで「製造業」14.49日、「卸売･小売業」12.91日となっている。
　「正社員」の平均取得日数は8.70日となっており、企業規模別では「1,000人以上」が9.41日で最も多く、企業規
模が大きくなるほど多くなっている。また、産業分類別でみると、「複合サービス事業」が12.20日で最も多く、次い
で「情報通信業」9.75日、「運輸業」9.68日の順となっている。一方、「パートタイム労働者」の平均取得日数は7.45
日となっているが、取得率を見ると「パートタイム労働者」が63.1%、「正社員」49.7%となっている。

表３－３　年次有給休暇付与・取得日数
（正社員）

区　　　　　分

全 体

平 成 20 年

平 成 21 年

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

産
業
分
類

区　　　　　分

企
業
規
模

産
業
分
類

全 体

平 成 20 年

平 成 21 年

（ 労 組 あ り ）
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【お知らせ】
　労働基準法が改正され、平成22年４月１日からは、年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
○ 現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、１年
　に５日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
○ 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。

図３－３　企業規模別・就業形態別の年次有給休暇付与・取得日数

（正社員）

8.52日

6.96日

7.33日

8.89日

7.79日

8.93日

8.02日

9.41日

9.79日

17.52日

17.53日

15.40日

15.57日

16.69日

16.34日

17.94日

17.39日

19.13日

19.41日

8.70日全体

30人～99人

100人～499人

500人～999人

1000人以上

平均取得日数 平均付与日数

（パートタイム労働者）

7.45日

7.72日

5.78日

6.30日

7.05日

7.48日

9.15日

9.62日

7.93日

8.10日

11.79日

13.03日

9.96日

12.27日

11.17日

12.70日

12.76日

13.02日

12.71日

13.66日

全体

30人～99人

100人～499人

500人～999人

1000人以上

平均取得日数 平均付与日
（企業規模）

（企業規模）

上段：平成21年
下段：平成20年

上段：平成21年
下段：平成20年
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4　雇用の維持・安定について
(1)雇用調整の実施状況

あり なし あり なし

件 % % % % 

2,148 36.4          63.6          43.9          56.1          

725 39.7          60.3          46.2          53.8          

30 人 ～ 99 人 968 33.4          66.6          41.8          58.2          

100 人 ～ 499 人 592 38.0          62.0          46.3          53.7          

500 人 ～ 999 人 178 41.6          58.4          47.2          52.8          

1000 人 以 上 410 39.0          61.0          43.9          56.1          

建 設 業 90 32.2          67.8          46.7          53.3          

製 造 業 417 53.0          47.0          67.1          32.9          

情 報 通 信 業 94 42.6          57.4          57.4          42.6          

運 輸 業 187 33.2          66.8          43.3          56.7          

卸 売 ・ 小 売 業 468 39.1          60.9          45.1          54.9          

金 融 ・ 保 険 業 64 28.1          71.9          29.7          70.3          

不 動 産 業 29 51.7          48.3          37.9          62.1          

飲 食 店 , 宿 泊 業 68 38.2          61.8          39.7          60.3          

医 療 , 福 祉 311 19.6          80.4          22.3          77.7          

教育,学習支援業 107 27.1          72.9          19.6          80.4          

複合サービス事業 17 41.2          58.8          41.2          58.8          

サ ー ビ ス 業 296 30.7          69.3          40.7          59.3          

　H20年10月～H21年3月 H21年4月～9月

産
業
分
類

図４－１　産業分類別・期間別雇用調整実施状況

全 体

平 成 21 年

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

　雇用調整の実施状況をみると、「平成20年10月～平成21年3月」（「調査前半期」）に実施した事業所は36.4%、
「平成21年4月～同年9月」（「調査後半期」）に実施した事業所は43.9%となっており、「調査後半期」が「調査前半
期」より7.5ポイント増加している。　企業規模別でみると、両期間とも「500人～999人」が最も高く、「30人～99人」
が最も低くなっている。また、すべての規模において「調査後半期」が「調査前半期」より高くなっている。
  産業分類別でみると、「調査前半期」では「製造業」が53.0%で最も高く、次いで「不動産業」51.7%、「情報通信
業」42.6%の順となっており、「調査後半期」では「製造業」が67.1%で最も高く、次いで「情報通信業」57.4%、「建設
業」46.7%の順となっている。また、「不動産業」、「教育,学習支援業」、「複合サービス事業」を除く9産業では「調
査後半期」が「調査前半期」より高くなっている。
  内容別（図4-2）でみると、「調査前半期」では「残業規制・削減」が44.0%で最も高く、次いで「配置転換・出向」
23.1%、「派遣契約の途中解除・再契約停止」19.8%の順となっており、「調査後半期」では「残業規制・削減」が
47.7%で最も高く、次いで「新規学卒者・中途採用者の採用抑制」25.7%、「配置転換・出向」22.4%の順となってい
る。

表４－１　雇用調整の実施状況

区　　　　　分 集計事業所数
H20年10月～H21年３月 H21年４月～９月

36.4%

32.2%

53.0%

42.6%

33.2%

39.1%

28.1%

51.7%

38.2%

19.6%

27.1%

41.2%

30.7%

43.9%

46.7%

67.1%

57.4%

43.3%

45.1%

29.7%

37.9%

39.7%

22.3%

19.6%

41.2%

40.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全企業

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

飲食店,宿泊業

医療,福祉

教育,学習支援業

複合サービス事業

サービス業
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(2)ワークシェアリングの導入

区　　　　　分 集計事業所数 導入済み 導入予定 予定なし わからない
件 % % % % 

2,152 9.2 2.9 71.2 16.6

726 8.4 2.5 71.9 17.2

30 人 ～ 99 人 971 12.2 3.3 67.8 16.8

100 人 ～ 499 人 590 6.9 2.2 75.8 15.1

500 人 ～ 999 人 178 6.7 3.9 77.5 11.8

1000 人 以 上 413 6.8 2.4 70.2 20.6

建 設 業 89 11.2 1.1 64.0 23.6

製 造 業 417 22.5 3.4 59.7 14.4

情 報 通 信 業 94 4.3 3.2 71.3 21.3

運 輸 業 187 13.4 3.2 65.8 17.6

卸 売 ・ 小 売 業 468 5.6 2.8 78.4 13.2

金 融 ・ 保 険 業 67 3.0 0.0 73.1 23.9

不 動 産 業 29 0.0 0.0 82.8 17.2

飲 食 店 , 宿 泊 業 69 8.7 7.2 58.0 26.1

医 療 , 福 祉 312 1.0 2.6 81.7 14.7

教育,学習支援業 107 3.7 0.0 78.5 17.8

複合サービス事業 17 17.6 0.0 52.9 29.4

サ ー ビ ス 業 296 7.4 4.1 70.6 17.9

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

産
業
分
類

表４－２　ワークシェアリングの導入状況

全 体

平 成 21 年

図４－２　雇用調整の内容別実施状況
　　　　（内容別実施事業所割合：複数回答あり）

　ワークシェアリングの導入状況をみると、「導入済み」、「導入予定」とした事業所を合わせると12.1%となってお
り、「予定なし」が71.2%、「わからない」が16.6%となっている。「導入済み」、「導入予定」とした事業所を企業規模
別でみると、「30人～99人」が15.5%と最も高くなっている。
　これを産業分類別でみると、「製造業」が25.9%と最も高く、次いで「複合サービス事業」17.6%、「運輸業」16.6%の
順となっている。一方、「不動産業」0%、「金融・保険業」3.0%、「医療,福祉」3.6%、「教育・学習支援業」3.7%となっ
ている。

13.3%

7.9%

19.8%

17.9%

11.6%

23.1%

9.8%

10.2%

3.5%

19.2%

1.9%

8.3%

7.4%

14.5%

14.4%

18.8%

22.4%

8.5%

12.5%

2.5%

25.7%

2.4%

44.0%

47.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

退職勧奨・希望退職者の募集

正社員の解雇

派遣契約の途中解除・再契約停止

パート・契約社員等の解雇・再契約停止

一時休業・一時帰休

配置転換・出向

所定労働時間の短縮

残業規制・削減

休日の増加

請負契約の停止・解除

新規学卒者・中途採用者の採用抑制

その他

H20年10月～H21年3月

H21年4月～9月
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(3)雇用調整助成金等の活用

区　　　　　分 集計事業所数 申請済み 申請予定 予定なし わからない 制度を知らない

件 % % % % % 

2,149 12.8 3.1 65.6 14.1 4.4

725 12.7 2.2 68.6 14.6 1.9

30 人 ～ 99 人 971 16.5 3.6 58.5 14.2 7.2

100 人 ～ 499 人 590 13.2 3.2 70.7 11.0 1.9

500 人 ～ 999 人 177 9.0 2.8 74.0 11.9 2.3

1000 人 以 上 411 5.1 1.7 71.3 19.5 2.4

建 設 業 89 4.5 1.1 66.3 18.0 10.1

製 造 業 416 41.6 5.3 43.8 7.7 1.7

情 報 通 信 業 93 29.0 6.5 53.8 9.7 1.1

運 輸 業 186 12.9 4.3 61.3 18.3 3.2

卸 売 ・ 小 売 業 468 4.7 2.4 75.2 14.5 3.2

金 融 ・ 保 険 業 67 1.5 0.0 67.2 29.9 1.5

不 動 産 業 29 6.9 3.4 75.9 10.3 3.4

飲 食 店 , 宿 泊 業 69 5.8 0.0 58.0 26.1 10.1

医 療 , 福 祉 312 1.6 2.9 71.5 15.1 9.0

教育,学習支援業 107 0.0 1.9 84.1 8.4 5.6

複合サービス事業 17 0.0 0.0 76.5 17.6 5.9

サ ー ビ ス 業 296 4.4 2.0 74.0 15.2 4.4

（ 労 組 あ り ）

企
業
規
模

産
業
分
類

　雇用調整助成金等の活用状況をみると、「申請済み」、「申請予定」とした事業所を合わせると15.9%となってお
り、「予定なし」が65.6%、「わからない」が14.1%、「制度を知らない」が4.4%となっている。
　「申請済み」、「申請予定」とした事業所を企業規模別でみると、「30人～99人」が20.1%と最も高く、次いで「100
人～499人」16.4%、「500人～999人」11.8%、「1000人以上」6.8%の順となっており、企業規模が小さくなるほど活用
割合が高くなっている。一方、「制度を知らない」とした事業所を企業規模別でみると、「30～99人」が7.2%で最も
高くなっている。
　産業分類別でみると、「申請済み」、「申請予定」とした事業所は「製造業」が46.9%と最も高く、次いで「情報通信
業」35.5%、「運輸業」17.2%の順となっている。一方、「複合サービス事業」0%、「金融・保険業」1.5%、「教育,学習支
援業」1.9%となっている。

表４－３　雇用調整助成金等の活用

全 体

平 成 21 年

制度を知らない
4.4%わからない

14.1%

申請済み
12.8% 申請予定

3.1%

予定なし
65.6%

わからない
16.6%

導入済み
9.2%

導入予定
2.9%

予定なし
71.2%

図4－3ワークシェアリングの導入

図4－4　雇用調整助成金等の活用
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